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平成２３年第８回府中市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開 会  平成２３年８月１８日（木） 

       午後１時３０分 

  閉 会  平成２３年８月１８日（木） 

       午後５時１６分 

２ 会議録署名員 

       委 員 崎 山   弘 

       委 員 齋 藤 裕 吉 

３ 出席委員 

  委員長 久 芳 美惠子  委員長職務代理者 崎 山   弘 

委 員 北 島 章 雄  委      員 齋 藤 裕 吉 

教育長 糸 満 純一郎 

４ 欠席委員 

   な し 

５ 出席説明員 

  教育部長      髙 橋 脩 二  文化スポーツ部長      齋 田 文 雄 

教育部次長兼総務課長         文化スポーツ部次長兼文化振興課長     

          吉 野 寿 一               後 藤 廣 史 

教育部副参事兼指導室長        文化振興課長補佐     時 田 浩 一 

小 椋   孝  ふるさと文化財課長補佐  江 口   桂 

総務課長補佐兼学校耐震化等推進担当副主幹      生涯学習スポーツ課長補佐 古 田   実  

月 岡 敏 浩    生涯学習推進担当副主幹  茂 木 孝 之 

教育プラン２１推進担当理事      図書館長補佐       坪 井 茂 美 

          田 中 陽 子  美術館副館長       山 村 仁 志 

学務保健課長    中 村 孝 一   

学務保健課長補佐  市 川 直 次   

給食担当副主幹   須 恵 正 之   

指導室長補佐    桑 田   浩   

統括指導主事    金 子 真 吾   

指導主事      国 冨   尊 

指導主事      小野満   賢 

指導主事      大 津 嘉 則 

指導主事      山 本 勝 敏 

６ 教育委員会事務局出席者 

  総務課係長     田 中 啓 信 

  総務課主任     山 本 正 芳 
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議 事 日 程 

第１ 会議録署名員選定について 

 

 

第２ 会期決定について 

 

 

第３ 議 案 

 第２２号議案 

  府中市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程 

 第２３号議案 

  府中市スポーツ推進委員に関する規則 

 第２４号議案 

  平成２４年度使用教科用図書採択について 

 

 

第４ 報告・連絡 

（１）平成２２年度府中市学校給食会事業報告及び給食費会計決算について 

（２）第２６回府中市青少年音楽祭の実施について 

（３）武蔵府中熊野神社古墳展示館の開館について 

（４）武蔵府中ふるさとまつり2011の開催について 

（５）第５４回府中市民体育大会秋季大会の開催について 

（６）第１８回府中市生涯学習フェスティバルの開催について 

（７）府中市立図書館サービス検討協議会委員の決定について 

（８）企画展「世紀末 美のかたち」の開催について 

 

 

第５ その他 

 

 

第６ 教育委員報告 
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午後１時３０分開会 

○委員長（久芳美惠子君） ただいまより、平成２３年第８回府中市教育委員会定例会を開会

いたします。 

                    ◇                

○委員長（久芳美惠子君） 本日の会議録署名員は、崎山委員と齋藤委員にお願いいたします。 

                    ◇                

○委員長（久芳美惠子君） 会期は本日１日といたします。 

               ◇                

○委員長（久芳美惠子君） 傍聴希望者がおりますので、許可してよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 では、よろしくお願いいたします。 

 本日、教育委員会で審議する内容は、議案が３件、報告・連絡８件の計１１件でございます。

今回の第２４号議案は、教科書採択でございまして、説明及び審議が長時間にわたることが予

想されます。そこで、先に第２２号・第２３号議案、報告・連絡、その他及び教育委員報告を

行い、休憩の後に、第２４号議案を審議したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 傍聴人の方に申しあげます。府中市教育委員会傍聴人規則により、審議内容への発言や、議

事進行の妨げとなる行為及び会話などは禁止されています。また、議場内における録音及び写

真撮影等はご遠慮願います。傍聴中は静粛にしていただき、係員の指示に従い、会議がスムー

ズに進行できますよう、ご協力をお願いいたします。 

 本日の第２４号議案につきましては、教科書採択の審議に係る公平性を期するため、皆様に

は「中学校用教科書目録登載の教科書発行者一覧」のみをお配りしておりますので、ご承知お

きください。 

                    ◇                

◎第２２号議案 府中市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程 

◎第２３号議案 府中市スポーツ推進委員に関する規則 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、議案の審議に入ります。 

 第２２号議案及び第２３号議案の朗読をお願いします。 

（事務局朗読） 

○委員長（久芳美惠子君） 説明をお願いします。 

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） それでは、第２２号議案「府中市教育委員会表彰

規程の一部を改正する規程」と第２３号議案「府中市スポーツ推進委員に関する規則」につき

まして、一括してご説明いたします。 

 このことにつきましては、国におきましてスポーツ基本法が平成２３年６月２４日に公布さ

れ、政令により８月２４日から施行されることになりました。この法律は、現在のスポーツ振

興法を全部改正する形で制定されております。 

 スポーツ基本法の内容といたしましては、スポーツ振興法の定める施策を充実させつつ、ス

ポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であるとの考えに立った、新しい時

代におけるスポーツの基本理念を定義し、国、地方公共団体、スポーツ団体を初めとする関係
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者の連携と協働によって、その基本理念の実現を図ることを具体的に規定するものとなってい

ます。 

 この法律の施行に伴い、現在のスポーツ振興法における「体育指導委員」が新しいスポーツ

基本法においては「スポーツ推進委員」となるなど、文言の整備が必要になりますので、今回

の第２２号議案及び第２３号議案において改正させていただくものです。 

 まず第２２号議案、府中市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程でございますが、資料

の新旧対照表をご覧ください。第２条第３号の「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改

めます。付則といたしまして、この規程は、スポーツ基本法の施行の日である平成２３年８月

２４日から施行いたします。 

 次に、第２３号議案、府中市スポーツ推進委員に関する規則でございますが、こちらにつき

ましては、全部改正となるスポーツ振興法の委任に基づき制定されていることから、一部改正

ではなく、全部改正の形をとって改正いたします。全部改正の場合、新旧対照表は本来ござい

ませんが、実質的に府中市体育指導委員に関する規則の一部を改正するものですので、資料中

に便宜的に新旧対照表を添付しているものでございます。 

 資料の新旧対照表をご覧ください。全体的な文言の整理として、「スポーツ振興法」を「スポ

ーツ基本法」に、「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に、「スポーツの振興」を「スポー

ツの推進」に、それぞれ改めます。同時に、府中市例規の通例に合わせまして、｢住民｣を｢市民｣

に、第１条の「目的」を「趣旨」に改めるほか、一部の「てにをは」もあわせて改めるもので

ございます。また、スポーツ推進委員の職務といたしまして、第２条第１号に「スポーツの推

進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと」を追加いたします。 

 付則といたしまして、この規則はスポーツ基本法の施行の日である平成２３年８月２４日か

ら施行いたします。 

 また、既に体育指導委員として委嘱されていて、現在その２年間の任期中である者について

は、８月２４日に新たに「スポーツ推進委員」とみなされることになりますが、その２年間の

任期は従来のままとすることを規定する経過措置を設けるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。事務局の説明が終わりましたが、何か

ご質問はございますでしょうか。二つの議案とも、スポーツ基本法の全面改正による、主には

文言、そして第２３号議案は全面的な改正というご説明でございましたが、よろしゅうござい

ましょうか。 

 それでは特に論議をするというところではないと思いますので、お諮りいたします。第２２

号議案、府中市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程、及び第２３号議案、府中市スポー

ツ推進委員に関する規則、この２件につきまして決定することにご異議ございませんでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） 全員異議なしでございますので、原案どおり決定といたします。

よろしくお願いいたします。 

               ◇                

◎平成２２年度府中市学校給食会事業報告及び給食費会計決算について 
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○委員長（久芳美惠子君） それでは、次に報告・連絡にまいります。 

 報告・連絡（１）、学務保健課、お願いいたします。 

○給食担当副主幹（須恵正之君） それでは、資料１、平成２２年度府中市学校給食会事業報

告書に基づきましてご説明させていただきます。 

 １ページをお開き願います。事業の概要でございます。平成２２年度の学校給食事業につき

ましては、成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達と、正しい食事のあり方や望ましい食

習慣の体得などの教育的なねらいをもって、事業の推進と充実に努めてまいりました。 

 衛生管理につきましては、給食の安全性の確保に万全を期し、また、調理環境においては、

調理場の設備や調理器具の改善など、適正な管理が維持できるよう努めました。 

 献立の作成では、食事摂取基準や食品構成などの栄養管理にも十分配慮して、バランスのと

れた給食となるよう工夫いたしました。 

 食材料につきましては、安全でおいしい給食を提供するため、例月の給食用食材選定会にお

いて、保護者の代表や給食主任の先生方、給食センター職員により慎重に選定を行い、安全、

安心、かつ良質な食材の使用に努めました。また、府中産野菜につきましては、農業関係者や

関係部課との意見交換会を開催するなどして、使用の拡大を図り、１７品目、約２７トンの食

材を使用いたしました。 

 給食事業の啓発では、給食センター広報紙「ランチタイムズ」やホームページにおいて、給

食を初め食に関する情報提供に努め、「給食展・大試食会」は平成２２年１０月２３日に給食セ

ンターで開催し、天候にも恵まれ、１，５００人分の試食会を初め、多くの市民の皆様に参加

いただきました。 

 食育推進事業では、東京都より食育研究指定地区に指定されたことに伴い、栄養教諭が配置

され、給食を生きた教材として活用し、さらなる食育の推進に努め、学校での授業やＰＴＡ主

催の試食会に栄養士や調理員が参画いたしました。また、職場体験の中学生の受け入れでは、

調理現場での体験を通して、食に対する意識の向上にも努めました。 

 食物アレルギーへの対応につきましては、卵並びにナッツ類の一部除去食、及び果物の代替

品の提供をいたしました。 

 今後も学校給食の一層の充実を目指して努力してまいります。 

 ２ページをご覧ください。１の事項は、給食の実施状況でございます。市内の小学校２２校、

中学校１１校の合計３３校のうち、自校方式をとっております小学校３校を除き、小学校１９

校、中学校１１校、計３０校に給食センターから給食を提供しております。給食の稼働回数、

延べ給食数につきましては、記載のとおりでございます。 

 次に、２の事項は給食費の状況でございます。保護者の皆様には、給食にかかります経費の

うち、食材料費を給食費としてご負担いただいております。給食費は１年を１１カ月に分け徴

収しております。平成２２年度の月額につきましては、記載のとおりでございます。また、給

食には牛乳や調味料について、市からの補助金が交付されております。保護者の負担軽減に努

めております。単価及び補助率は記載のとおりでございます。 

 なお、給食費の未納につきましては、昨年１２月及び本年５月に臨時戸別徴収の実施や、子

ども手当の支給に合わせての電話督促、各学校に設置された給食費未納対策委員会の活動など

によりまして、未納者は６２名減り、未納額は１９４万８，４１５円の減少となりました。収
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入未済額のさらなる回収に努めてまいります。 

 ３ページをご覧ください。３の事項は、主な事業内容でございます。学校給食会の会議の状

況、試食会及び施設見学会につきましては、記載のとおりでございます。 

 ４ページに移ります。４の事項は、納入物資登録業者でございます。給食センターでは、適

正な契約履行のため、給食の食材を納入する業者の登録制を採用しております。平成２２年度

は５９社の登録がございました。なお、食材別納入登録業者数の総計の欄が１０２になってご

ざいますが、これは１社が複数の食材別業者に登録したことによるものでございます。また、

括弧内は市内業者の内数でございます。 

 ５ページをご覧ください。５の事項は、給食センターの運営状況でございます。（１）は衛生

管理の状況で、各種検査を実施いたしました。（２）は施設・設備の整備状況で、備品購入や調

理設備等の改修の状況でございます。 

 ６ページの（３）は、職員の研修会及び講習会など、２３講座に延べ２３９名の職員を派遣

し、職員の資質高揚に努めました。 

 以上が、平成２２年度府中市学校給食会の事業報告でございます。 

 続きまして、平成２２年度府中市学校給食会給食費会計決算書に基づきご説明させていただ

きます。 

 １ページをお開き願います。初めに収支総額の状況でございます。歳入は、予算額８億９，

８６５万６，０００円に対しまして、決算額は８億６，４５５万８，４１７円で、執行率は   

９６．２％でございます。歳出は、予算額８億９，８６５万６，０００円に対しまして、決算

額は８億６，１８０万８，０３０円で、執行率は９５．９％でございます。歳入歳出差引額の

２７５万３８７円は、翌年度の歳入に繰り越しいたします。 

 ２ページをお開き願います。歳入の説明をさせていただきます。款１給食費は、予算現額８

億３，１８８万３，０００円に対しまして、収入済額は８億３６２万６，９６８円で、執行率

は９６．６％でございます。調定額に対する収入率は９９．１％でございます。この給食費の

内訳は、児童・生徒、教職員、並びに試食会等の納入金と、滞納繰越金収入でございます。 

 次に款２補助金は、予算現額５，８３８万１，０００円に対しまして収入済額は５，６９９

万４，０３４円で、執行率は９７．６％でございます。牛乳補助金は、市から牛乳にかかる経

費の一部が補助されるもので１本１４円、調味料補助金は、市から調味料にかかる経費の一部

が補助されるもので、給食費月額の２．２％以内でございます。 

 次に款３繰越金は、食材料費として確保していた経費の残額で、前年度より繰り越しがされ

たものでございます。 

 次に款４諸収入、予算利子は給食費の予算利子であり、予算利率の低下に伴う減でございま

す。 

 雑入は有価物売払収入でございまして、給食で使用いたしました廃油の売り上げでございま

す。１８リットルにつき５０円で売却をいたしました。収入額は１万５，２１０リットル、４

万２，２５０円でございます。 

 歳入合計といたしましては、予算現額８億９，８６５万６，０００円に対しまして、収入済

額は８億６，４５５万８，４１７円で、収入率は９６．２％でございます。調定額８億７，２

１７万３，３２２円に対します収入率は９９．１％でございます。 

 - 7 - 



 ３、４ページをお開き願います。次に、歳出でございます。款１食材料費は、予算現額８億

９，８４５万２，０００円に対しまして、支出済額は８億６，１８０万８，０３０円で、執行

率は９５．９％でございます。 

 小学校費は、予算現額５億８，７２２万１，０００円に対しまして、支出済額は５億６，４

４０万３，０２９円で、執行率は９６．１％でございます。 

 中学校費は、予算現額３億１，１２３万１，０００円に対しまして、支出済額は２億９，７

４０万５，００１円で、執行率は９５．６％でございます。 

 小・中学校費の主食購入費は、小学校が年間でパン６０回、米１１４回、麺類１６回、中学

校がパン６１回、米１１６回、麺類１６回の主食購入に要した経費でございます。 

 牛乳購入費は、小学校が年間１７９回で２１２万６，５２６本分、中学校が年間１８２回で

９４万９，４５３本分でございます。 

 副食購入費は、肉、魚介類などの副食購入に要した経費でございます。 

 次に款２諸支出金、小学校及び中学校返還金は科目存置でございます。 

 次に款３予備費。予備費は充当科目がございませんでしたので、未執行でございます。 

 歳出合計といたしましては、予算現額８億９，８６５万６，０００円に対しまして、支出済

額は８億６，１８０万８，０３０円で、執行率は９５．９％でございます。 

 なお、関係資料といたしまして、５ページは平成２３年５月３１日現在の給食費の学校別収

納状況でございます。 

 ６ページから９ページまでは、月別の学校別給食延人数でございます。 

 以上で、平成２２年度府中市学校給食会の給食費会計決算の説明を終わらせていただきます。 

 なお、本件につきましては、本年７月１１日に学校給食会監査を開催し、７月２７日に学校

給食会理事会で承認をいただいておりますことを、あわせてご報告いたします。今後、保護者

の皆様につきましては、お知らせをしてまいります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。学校給食会の事業報告でございます。

何かご質問、ご意見ございますでしょうか。はい、お願いします。 

○委 員（崎山 弘君） これは昨年度なのですけれども、３月１１日の震災の前後があるわ

けなのですが、地震に伴った、何か特別な措置が必要となった、決算書を見ると、別に出費さ

れているわけではないので、何か壊れたとか、あるいはお金のかかることはかったのだと思い

ますが、その震災に伴って、例えば納入されないものが出てきた、あるいは納入先を変えなけ

ればいけない、そのようなことがあったとか、また、これから放射能の話が出てくると思うの

ですけれども、放射能の問題で何か新たな出費が、今、予定されている、予想されるとか、何

かそういう動きがありましたら、教えてください。 

○委員長（久芳美惠子君） いかがでしょう、お願いいたします。 

○給食担当副主幹（須恵正之君） ３月１１日の震災以降、３月１４日につきましては、給食

のほうを、計画停電の関係がございまして、給食を１日だけ中止をさせていただきました。そ

の１４日分については給食費のほうも返還させていただいているところです。あと、計画停電

に伴いまして、計画停電時間に給食の調理時間が重なる日にちにつきましては、献立のほうを

変更いたしまして、給食のほうは、１４日以降につきましては提供をしてまいりました。 
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 あと、放射能関係で、食材につきましては、産地のほうを十分検討しながら、献立の変更は

せずに、今のところ提供をしております。 

 以上です。 

○委員長（久芳美惠子君） よろしゅうございましょうか。 

○委 員（崎山 弘君） 資料の５ページの学校別給食費の収納状況の表を見ると、第四小学

校とか武蔵台小学校は出ていないのですが、これは収納率が１００％と考えてよろしいでしょ

うか。 

○委員長（久芳美惠子君） その辺はいかがでございましょう。 

○給食担当副主幹（須恵正之君） 単独校の３校につきましては、ここの表には入っておりま

せん。 

○委員長（久芳美惠子君） 表に入っていないだけで、未納者がいないということではないと

いうことですか。 

○給食担当副主幹（須恵正之君） 昨年につきましては、武蔵台小学校だけがゼロということ

で、他の２校は未納がございます。 

○委員長（久芳美惠子君） そういうことでございます。ありがとうございました。 

 それでは、ほかに何かご質問、ご意見ございますでしょうか。はい、お願いいたします。 

○委 員（齋藤裕吉君） ５ページの未納者数、収入率等を見たのですけれども、前年度、あ

るいは前々年度に比較して、この未納者数、未納率ですね。これが例えば増加傾向であるのか、

減少傾向であるのか、あるいは変化がないのか、そういう傾向につきまして、わかれば教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） いかがでしょうか。前年度に比していかがかということでござい

ますが。 

○給食担当副主幹（須恵正之君） 平成２１年度が、未納額が９５６万３，３２０円、平成２

２年度が７６１万４，９０５円ということで、平成２２年度につきましては減少という形にな

っております。 

○委 員（北島章雄君） ３ページの支出の件なのですが、主要食材のパン、米、麺類、それ

ぞれ当初予定したものを購入して、差し引き額が余ったという解釈でよろしいのでしょうか。 

 それとあと、副食購入費の部分で、芋類とか野菜類とか、ちょっと季節野菜なので値段の上

下があろうかと思いますけれども、そういうことが関係してこうなったのか、どうだったので

しょうか。 

○委員長（久芳美惠子君） いかがでしょうか。主食と、そして副食のほうのことにつきまし

ての質問でございますが。 

○給食担当副主幹（須恵正之君） 主食購入費の関係のパン、米、麺類につきましては、大体

計画どおりの回数ということになっております。あと、副食購入費のマイナスの部分なのです

が、これは１年間全体の中で、献立を、栄養価を考えながら立てていますので、その関係でマ

イナス部分も出てきてしまったという状況でございます。 

○委 員（北島章雄君） ありがとうございます。主食のパンとか米とか麺類という、当初予

定して、おいしいものを、予定していたものを購入して、なおかつ支出が少なくて済んだとい

うことで、これは努力が実られてこうなったかなという解釈でよろしいのですね。ありがとう
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ございます。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。やはりマイナス面のところ、お野菜と

か季節物で価格の上下の激しいものがあるので、これは全体の中でお考えいただいたというこ

とですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは私のほうから一つ、職場体験の中学生の受け入れがあったということですが、大体

いつごろに何名ぐらいの中学生が職場体験をして、どういう内容の仕事というか、経験をした

のかどうかということ、わかる範囲で結構です。 

○給食担当副主幹（須恵正之君） 中学生の職場体験につきましては、７月から受けておりま

して、第一給食センターのほうで６名、第二給食センターのほうで４名ということで、各学校

のほうに受け入れ人数ということでお知らせをしておりまして、ご希望の中学校から受け入れ

ております。 

○委員長（久芳美惠子君） 調理等にかかわるのでしょうか。 

○給食担当副主幹（須恵正之君） 中学生につきましては、腸内検査を事前にやっていただき

まして、調理場のほうに入っていただいて、調理補助ということで作業をやっていただいてお

ります。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。よい経験になっているのではないかと

思います。 

 それと、給食費の未納の方々につきましては、本当に担当者の皆様、そして各学校の委員会

でご苦労くださいまして、減ってきつつあるということでございますので、本当にありがとう

ございます。 

 ほかに何かございますか。 

 ないようでございますので、報告・連絡（１）につきまして了承いたします。 

               ◇                

◎第２６回府中市青少年音楽祭の実施について 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、報告・連絡（２）につきまして、文化振興課、お願い

いたします。 

○文化振興課長補佐（時田浩一君） それでは、第２６回府中市青少年音楽祭についてご説明

いたします。お手元の資料２をご覧ください。 

 青少年音楽祭は、学校や地域で音楽活動を行っている青少年団体に発表の場を与えるととも

に、音楽を通じて情操豊かな青少年を育てること、また、青少年音楽団体が一堂に会すること

で、演奏技術の向上や、音楽を通じた青少年の交流の場となることを目的として実施するもの

でございます。 

 資料にございますように、合奏の部は８月２７日（土）、合唱の部は８月２８日（日）に開催

をいたします。会場は府中の森芸術劇場どりーむホール、入場は無料でございます。 

 出演団体は、裏面に記載のとおりでございまして、合奏の部１９団体、合唱の部１４団体が

参加をいたします。 

 なお、委員の皆様には、音楽祭のプログラムをお配りさせていただきましたので、ご覧いた

だければ幸いでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（久芳美惠子君） 第２６回府中市青少年音楽祭についてのご報告でございます。何

かご質問、ご意見ございますでしょうか。はい、お願いいたします。 

○委 員（北島章雄君） 昨年に比べての増減なのですけれども、大体同じ数ぐらいなのでし

ょうか。それとも増えているのでしょうか。 

○文化振興課長補佐（時田浩一君） 昨年度の実績を申しあげますと、合奏の部が１７団体、

合唱の部が１１団体ということで、今年若干増えている状況でございます。 

○委員長（久芳美惠子君） 大変喜ばしい状況だと思います。 

 ほかにいかがでございましょうか。例年、８月の末に行われますが、今年も２７、２８日の

土・日に行われるといこうとで、何かご質問はよろしいですか。 

 それでは、たくさんの児童・生徒、それからまた地域の方々が来てくださいますように、ど

うぞ周知のほう、よろしくお願いいたします。 

 それでは報告・連絡（２）第２６回府中市青少年音楽祭の実施につきまして了承いたします。 

               ◇                

◎武蔵府中熊野神社古墳展示館の開館について 

◎武蔵府中ふるさとまつり2011の開催について 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、次に報告・連絡（３）と（４）につきまして、ふるさ

と文化財課、お願いいたします。 

○ふるさと文化財課長補佐（江口 桂君） それでは、ふるさと文化財課から、２件続けてご

報告いたします。 

 まず（３）の武蔵府中熊野神社古墳展示館の開館についてですが、こちらは資料はございま

せん。武蔵府中熊野神社古墳展示館については、現在、展示館周辺の整備工事を行っており、

その工事が８月末で竣工いたしますので、ここで展示館を開館するものでございます。開館日

は９月１３日（火）、午後２時から開館記念式典を展示館で行いますので、委員の皆様方におか

れましては、後日、式典のご案内状をお送りさせていただきますので、ご出席くださいますよ

うよろしくお願い申しあげます。 

 続きまして、（４）の武蔵府中ふるさとまつり２０１１についてですが、お手元に配付した資

料４をご覧ください。 

 まず１の趣旨ですが、ふるさと府中の文化財や府中小唄民謡流しなどの市内の歴史文化遺産

等の資源を観光的に活用し、歴史と文化のまちづくりにつなげていくために、武蔵府中ふるさ

とまつり２０１１を、震災復興支援も兼ねて実施するものでございます。 

 続きまして、２の概要ですが、（１）の主催から（４）までは記載のとおりです。 

 （５）の主な事業のうち、ア、国司パレード及び府中小唄民謡流しを１０月９日（日）午後

１時から５時、場所はケヤキ並木通りほかで行います。イ、物産展を、１０月９日（日）午前

１１時から午後５時まで、場所は大國魂神社境内のふるさと府中歴史館北側で行います。 

 ウの徳川家康の鷹狩再現！放鷹術実演会を、１０月９日（日）午前１１時から正午まで、場

所はＪＲ府中本町駅前の国史跡武蔵国府跡御殿地地区で行います。徳川家康の鷹狩の宿泊場所

であった府中御殿跡で、家康の鷹狩を再現する放鷹術実演会を行うことは、御殿地地区の活用

という意味でも大変意義あることと考えております。 
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 続きまして、エの記念講演会を１０月２３日（日）午後２時から５時、場所は生涯学習セン

ターで行います。講師は、奈良県立万葉文化館館長で、万葉集研究の権威である中西進先生に

お願いし、演題は「万葉集の世界と古代人の心」を予定しております。 

 以下、オからキは記載のとおりでございます。 

 なお、震災復興支援については、物産展において被災地の特産品紹介及び販売コーナーを設

置する予定でございまして、発掘お宝展会場において、写真パネル等で、国府つながりである

宮城県多賀城市の紹介等を行う予定でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。 

 報告・連絡（３）につきましては、武蔵府中熊野神社古墳展示館が８月末で竣工といいます

か、完成するので、開館が９月１３日の火曜日ということでのご報告でございました。 

 報告・連絡（４）につきまして、武蔵府中ふるさとまつり２０１１の開催についてのご報告

でございましたが、その二つにつきまして、何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

○委 員（北島章雄君） 熊野神社のお祭りも、たしか９月ごろに予定されていたかなと思う

のですけれども、それに応じた何か企画とか、そういうものはないのでしょうか。 

○ふるさと文化財課長補佐（江口 桂君） 熊野神社さんのお祭りは、例大祭が９月下旬にご

ざいますが、そのときにちょうど展示館を開館して、開館してすぐにお祭りを実施ということ

で、展示館の活用をそこで図っていただくようにお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。お祭りとタイアップするということで

ございます。 

 ほかにいかがでしょうか。特によろしゅうございましょうか。 

 報告・連絡（４）のふるさとまつり２０１１の七つの事業ですね。１０月９日から１１月に

かけて七つの事業が展開されます。大変興味深いものが多いので、市民の方々、本当に心待ち

にしていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、多くの方が来てくださいますよう、宣

伝のほう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、報告・連絡（３）、報告・連絡（４）につきまして了承いたします。 

               ◇                

◎第５４回府中市民体育大会秋季大会の開催について 

○委員長（久芳美惠子君） 報告・連絡（５）につきまして、生涯学習スポーツ課、よろしく

お願いいたします。 

○生涯学習スポーツ課長補佐（古田 実君） それでは生涯学習スポーツ課から、第５４回府

中市民体育大会秋季大会の開催につきまして、お手元の資料５の実施要項に基づきましてご説

明いたします。 

 この大会は、広く市民の間にスポーツの振興と健康増進を図るために、ＮＰＯ法人府中市体

育協会と共催しているものでございまして、体育協会に所属いたします各連盟が主管し、昨年

度は１万７，１２７名の参加がございました。 

 今年度も、９月１８日（日）から１１月６日（日）までの約１カ月半にわたり開催いたしま

す。出場資格は、市内在住または在学、在勤者で、陸上競技を含めまして２８競技を、主に市
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内のスポーツ施設などで実施いたします。 

 最後になりますが、教育委員の皆様におかれましては、改めて開会式のご案内をお送りいた

します。ご多忙の中、まことに恐縮でございますが、ご臨席いただきますようよろしくお願い

申しあげます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（久芳美惠子君） 第５４回府中市民体育大会秋季大会の開催につきましてのご報告

でございました。９月１８日から１カ月半にわたり、各会場で開催されるということでござい

ますが、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。いかがでございましょう。例年、中学生

から社会人の方々、また多くのご高齢の方々もご参加いただき、大変活気のある体育大会でご

ざいますが、よろしゅうございましょうか。 

 それでは、報告・連絡（５）第５４回府中市民体育大会秋季大会の開催につきまして了承い

たします。よろしくどうぞお願いいたします。 

               ◇                

◎第１８回府中市生涯学習フェスティバルの開催について 

○委員長（久芳美惠子君） それでは報告・連絡（６）でございます。同じく生涯学習スポー

ツ課、お願いいたします。 

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） 生涯学習スポーツ課より、第１８回府中市生涯学

習フェスティバルの開催について、資料６に基づきご報告いたします。 

 府中市生涯学習フェスティバルは、市民の皆さんが日ごろの学習活動の成果を発表する場と

して、また市民への生涯学習の啓発を図ることを目的として毎年開催しており、今年で１８回

目を向かえます。今回も市民との協働による運営を目指すため、市民で構成された実行委員会

を設立し、委員の皆様には企画段階から参加していただいております。 

 キャッチフレーズを「みんなでつくろう！ひろがる出会いと学びの輪」として、９月９日か

ら１１日の３日間、生涯学習センター全体を会場として開催いたします。初日の９月９日には

特別講演会を開催するほか、９月１０日には、こどもサイエンスや親子で学ぶ電波工作教室、

１１日には市民発表会や、ニュースポーツ体験＆体力測定・元気度チェックなどを開催し、幅

広い年齢の方々にお楽しみいただける内容となっております。 

 なお、９月９日の特別講演会におきましては、当初、歌手の大庭照子さんが出演する予定と

なっておりましたが、ご本人の諸事情により、星野ひな子さんによる「歌は宝！コンサート」

に変更しております。 

 すべてのイベントの参加費が無料となっておりますので、この機会にぜひたくさんの方々に

ご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。第１８回府中市生涯学習フェスティバ

ルのご報告でございました。いかがでございましょうか。このフェスティバルに関しまして、

何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。はい、お願いします。 

○委 員（北島章雄君） このチラシなのですが、各文化センターに置いたりとか、事前に自

治会等に配布するとか、どのようなシステムになっておるのでしょうか。 

○生涯学習推進担当副主幹（茂木孝之君） 周知の方法としましては、市の広報ですとか、ホ
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ームページもございまして、チラシについては各文化センター等の市内公共施設に置きまして

斡旋していただいたり、あと、これから市内の小・中学校にポスターの掲示をお願いしようと

考えております。 

 以上です。 

○委員長（久芳美惠子君） そうですね、文化センターと、あと学校にぜひポスターを張って

いただいて、多くの子どもたちに参加してもらえるように、よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。特にございませんようですので、報告・連絡（６）第１８回府中

市生涯学習フェスティバルの開催について了承いたします。 

               ◇                

◎府中市立図書館サービス検討協議会委員の決定について 

○委員長（久芳美惠子君） 次に、報告・連絡（７）でございます。図書館、お願いいたしま

す。 

○図書館長補佐（坪井茂美君） 図書館より、府中市立図書館サービス検討協議会の委員決定

についてご報告いたします。 

 図書館サービスの向上を目指し、府中市立図書館サービス検討協議会を設置することにつき

ましては、６月の教育委員協議会のほうでご報告をいたしましたが、このたび、その委員が決

定いたしましたので、ご報告いたします。 

 お手元の差しかえをさせていただきました資料７のとおり、９名の応募のうち２名選ばせて

いただきました公募市民を含め、８名の委員から構成されております。今後、１０月の上旬に

第１回の会議を予定しておりますが、さまざまな立場からご検討いただきたいと存じます。そ

のご意見を生かし、よりよい図書館サービスを目指してまいります。 

 以上でございます。 

○委員長（久芳美惠子君） ８名のサービス検討委員が選定されたということでございます。

いかがでございましょうか。何かご質問ございますでしょうか。 

 それでは私のほうから、大体どのぐらいの年間の回数、委員会をお開きになって、いつごろ

その報告といいますか、そういうものが出るのでございましょうか。 

○図書館長補佐（坪井茂美君） 任期のほうは２年を予定しておりますが、本年度におきまし

ては、この時期、１０月を第１回とさせていただいておりますので、今年度、第１回につきま

しては、平成２３年度から２５年度までの２カ年半の予定でやっていこうと考えております。

ですので、平成２６年３月ごろに報告が出る予定になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（久芳美惠子君） わかりました。サービスの検討ということでございますので、で

きるだけ早目に出していただいて、その結果が地域の方に還元されるように、よろしくお願い

いたします。 

 ほかにいかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、報告・連絡（７）図書館サービス検討協議会委員の決定につきまして了承いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

               ◇                

◎企画展「世紀末 美のかたち」の開催について 
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○委員長（久芳美惠子君） 次に、報告・連絡（８）でございます。美術館、お願いいたしま

す。 

○美術館副館長（山村仁志君） それでは美術館から、お手元のチラシの資料８によりまして、

次回の企画展について報告いたします。 

 ９月１７日（土）から１１月２３日（水）祝日まで、企画展「世紀末、美のかたち」展を開

催いたします。 

 世紀末という言葉の響きには、どこか退廃的な香りが漂っております。しかし、そんな時代、

美術の世界では、新しいものを切り開こうとする動きが次々と生まれています。チラシをご覧

ください。改めて素直に見てみますと、この時代の絵画や工芸は、作品の形や外見がとてもよ

く似ているという素朴な事実に気づかされます。例えば、上のほうのルドン、ゴーギャンの絵

画と、下のほうのエミール・ガレやドーム兄弟のガラス器、そして右側、アルフォンス・ミュ

シャのポスター、それぞれ大胆にデフォルメされた有機的な色彩や曲線、あるいは、色彩や光

や闇を単なる自然現象としてではなく、神秘的なものとしてとらえようとした新しい象徴的な

表現などが見られます。それらは、同じ時代でなければ生まれ得ない、世紀末の何かを共有し

ています。 

 本展は、作品の形に注目しながら、世紀末の絵画と工芸作品を並べてご覧いただく展覧会で

す。ルドン、ゴーギャン、ドニなどの絵画と、エミール・ガレ、ドーム兄弟、ラリックなどの

工芸作品、それぞれ各４０点ずつ、合計８０点によって、世紀末という混沌とした時代が生ん

だ造形の魅力をお楽しみいただきます。 

 会期中は、１０月１６日の府中市美術館開館記念無料観覧日を初め、館長や学芸員、そして

専門家による関連講演会４回を予定しております。また、毎週土曜日には、午後２時と３時の

２回、２０分のスライドレクチャーを行います。 

 なお、９月１７日（土）、初日の閉館後、５時１５分から開会式を行いますので、委員の皆様

にはご出席をお願い申しあげます。 

 以上で美術館からの報告を終わります。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。大変美しいパンフレットですね。 

 いかがでしょうか。企画展でございます。約２カ月余にわたる企画展でございますが、絵画

と工芸作品を対照するように出すというのは、なかなか珍しい企画なのではないでしょうか、

これは。大体、こういう並べ方というのはあるのですか。 

○美術館副館長（山村仁志君） なくはありませんが、それを約半数、４０点ずつぐらい、展

示にも工夫を凝らして、形とか色が比較できるようにという展覧会は、あまりないと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） とても楽しみな企画展でございますが、何かご質問どうぞ。要望

でも結構です。 

○委 員（北島章雄君） 小学生、中学生、それぞれ２００円の入場料ということで、入場を

想定しての企画だと思いますけれども、学校のほうにも当然これは、こういうチラシ、ポスタ

ーは配っていただけるのですね。今日いただいたリーフレット自体が非常に印刷もきれいで、

これを見ただけでも、なかなかいいな、勉強になるなと思いましたので、ぜひ校長会等を通じ

て、子どもたちにこのような企画があるということ自体と、このような絵とか作品があるのだ

というようなことも、掲示することによって、子どもたちにこういったものに触れる機会をた
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くさんつくっていただくといいなと思いますが。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。 

 ちなみに、府中市の小・中学生に関しましては「学びのパスポート」で無料で入れるという

ことですよね、これは。 

○美術館副館長（山村仁志君） はい、市内の小・中学生は「学びのパスポート」で無料で入

れます。 

○委員長（久芳美惠子君） ぜひ、この機会でないと、箱根に行くとラリックの大きな美術館

がありますけれども、こういう同時代の絵画と工芸品を見せてくださるというのは、本当にあ

まりないことなので、ぜひぜひ多くの子どもたちにも見てもらいたいと思いますので、宣伝の

ほうをよろしくお願いいたします。 

 ほかにございますでしょうか。ないようですので、報告・連絡（８）企画展につきまして了

承いたします。よろしくどうぞお願いいたします。 

 その他、何かございますでしょうか。 

 ないようでしたら、教育委員の報告に移らせていただきます。 

               ◇                

◎教育委員報告 

○委員長（久芳美惠子君） 教育委員報告をお願いいたします。 

○委 員（崎山 弘君） それでは、まず崎山から。 

 皆さんと重複してしまうかもしれませんが、８月４日、５日、日光林間学校の視察に行って

まいりました。我々はところどころで、行っている第九小学校、小柳小学校、第七小学校と一

緒になるわけですけれども、別々に行動することもありますね。特に２日目あたりに、私が感

じたことですけれども、我々委員の移動のときに、まだ行ったことがないから、遊覧船に乗っ

てみたいという話をしたら、添乗員さんがすぐ携帯電話で手配して、すぐ予約をとってくださ

って、行けたわけです。大変、臨機応変な対応で、やはり日光林間学校の場合、やはり雨天で、

その日になって行動が変わるなんていうことがよくあると思いますが、そういうところでも、

多分、こうやって添乗員さんがしっかり対応してくださっているのだなという様子を見ること

ができたのが、非常によかったなと思いました。幸い天候には恵まれて、我々も楽しく行って

きました。 

 以上です。 

○委 員（齋藤裕吉君） それでは齋藤のほうから報告を申しあげます。 

 前回の定例教育委員会以降といいますと、７月２２日にＰＴＡ会長との懇談会という会がご

ざいまして、これに出席をさせていただきました。７月２２日（金）の１９時からということ

だったのですけれども、場所がこの教育センターということで、私は小学校のＢグループとい

うことで、８校の小学校のＰＴＡ会長さん方と一緒に懇談をさせていただきました。そこのテ

ーマは震災にかかわる問題ということで、先日の３月１１日、当日の状況について、また必要

な対応策についてということで、いろいろと話が出ました。 

 共通するところを幾つかご報告申しあげますと、やはり一番大きいのは、子どもさん方をど

のようにして保護者の皆様方に引き渡しをするかという、ここの部分の課題がさまざまにある

ということが、いろいろな話し合いの中で出されてまいりました。特に、両親ともに仕事をな
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さっているご家庭については、なかなかうまく引き渡しができないと。ご存じのように、電話

連絡等もうまくいかないということで、学校によっては遅くまで残って、教員等が引き取りを

待つ子どもさんの対応をしたという学校がありましたし、また、一緒に帰宅をさせてしまった

けれども、帰宅をした子どもさんが、親がまだ戻っていないということで、友達の家に退避を

していたというような事例があったりというようなことで、今後、このような規模の災害等が

発生しないわけではありませんし、いつあるかもわからないということで、この辺の、学校、

それから保護者の皆さん方との連携の仕方ということを、すぐにでもまた再検討して、実効性

のあるプランをつくっておかなくてはいけないなという話が多く出されました。 

 あとは、学校が避難所になった場合は、その対応の仕方などについても話が出ました。学校

の中にある防災倉庫ですね。これは、だれがいつ、どうやって開けて活用するのかと、そのよ

うなことも、初歩的な問題についても疑問が出されて、話のやりとりがございました。 

 ということで、参加した皆さん方、今後、各学校に、より実効性のある防災計画の見直しが

必要だという認識を持ち帰ったという懇談会でございました。 

 あと、次に８月４日、５日と日光林間学校に行って参りまして、崎山先生と同じような感想

をもっています。あともう一つ、小柳小学校でしたけれども、戦場ヶ原のハイキングの前夜に

観察のポイントということで、映像を交えて子どもたちにきちんとレクチャーをしているとい

うような場面を見せていただきまして、これは大変いいなと思いました。どうしても長いハイ

キングになると、下ばかりを見て、まだかな、まだかなと歩くだけのハイキングになりがちな

のですけれども、やはりきちんと事前の指導をして、自然の中のハイキングで学ぶという指導

は大変いいなと思いました。 

 それから足尾銅山、これは私たちだけの見学になったのですけれども、こういう箇所もある

ということで、勉強になりました。 

 以上です。 

○委 員（北島章雄君） それでは北島より報告させていただきます。 

 私も７月２２日、教育委員とＰＴＡ会長との懇談会へ出席いたしました。私は中学校グルー

プのほうに参加させていただきました。教育委員会からは私と金子統括指導主事、そして学務

保健課の中村課長さんが参加し、話し合いをいたしました。司会の斉藤会長のほうから、テー

マは府中市の教育についてとなっておりますが、新しく新学習指導要領になるということで、

その説明をしていただきたいということで、ゆとり教育から変わって授業数が増えるとか、学

力はどうなるのでしょうかということで、学力についてはあまり大きく変わっていないよとい

うことで。理数系の充実、そして特に言語活動、中学校においてのコミュニケーションの課題、

人と人の間という形での話し合いがなされました。 

 その中で、ある会長さんのお話ですと、生徒たちも、やはりすばらしい指導力の先生がつい

てくれるのと、また、そうではないと言うと怒られてしまうのですけれども、いらっしゃると

いうことで、そういう中での話し合いで、その中でも、その先生方が一生懸命、学び合いなが

ら教える姿勢を崩さないでやっているということの話をしておりました。 

 その中で、やはり中学校での、小学校と違うコミュニケーションのつくり方というのが、ち

ょっと能力的に難しいものがあり、そのためには、体育とかほかの授業を通しての勉強が必要

ではないかということをお話ししておりました。 
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 その後、懇親会に出席しまして、またそのかたい雰囲気から和やかな雰囲気に変わり、和気

あいあいとＰＴＡ会長との懇談ができたと思っております。 

 ８月４日から５日、私も日光林間学校の視察に参りました。子どもたちが泊まる奥日光高原

ホテルの方々なのですけれども、とても温かく迎えていただきました。生徒たちに対しても、

本当に優しく接していただいて、これなら絶対安心してお任せできるなという感じを持ちまし

た。とてもよい泊まり先だったと思っております。また、夜、ナイトハイクに参加しようかな

と思ったのですけれども、急な雨に見舞われまして行けなかったのが残念でした。 

 以上です。 

○委 員（糸満純一郎君） それでは、糸満から報告をさせていただきます。 

 ７月２２日に関東史跡整備大会というものがございまして、これは関東地区の史跡を有する

関係各市、会長市が国分寺市で、国分寺の市長さんがお見えになりまして、府中市は開催市と

いうことで、府中市長さんもお見えいただいております。郷土の森博物館で、関係各市の市長

さん、教育長さんにお集まりいただきまして会議をしたところでございまして、私も司会進行

を務めさせていただいたところでございます。 

 同じ２２日、先ほどご報告がございましたとおり、Ｐ連の懇談会がございました。１部の懇

談会は監査の関係で出席でしたけれども、２部の懇親会のほうには出席させていただきまして、

Ｐ連の会長さんがちょうど第六小学校ということで、府ロク出身の澤さんがなでしこジャパン

ということで、ちょうど話題沸騰しておりまして、そんな話題も出たところでございます。 

 それから７月２７日に、先ほどご報告がございました学校給食会の理事会がございまして、

平成２２年度の事業報告、決算報告、あるいは給食費未納問題ですとか放射能の問題、そんな

ことが議題として取り上げられたところでございます。 

 ７月２８日、都市教育長会の研修会が自治会館で開かれまして、スポーツ評論家の二宮清純

さんのお話を伺ってまいりました。やはり一般ファンが知らないようなプロ野球のエピソード

など、いろいろお話しいただきまして、大変楽しく貴重なお話を聞かせていただいたところで

ございます。 

 同じく７月２８日の夕刻ですが、府中市役所の自衛消防隊の消防演技の大会があったのです

が、男女とも準優勝したということで、特に女子隊は教育委員会事務局の職員が参加しており

まして、私も出席いたしまして、お祝いの言葉を述べさせていただきました。 

 ７月２９日、府中市、警察、消防、あるいは関係団体が構成しております府中市防災会議が

開かれまして、私も出席をいたしました。 

 それから７月３０日の、これは土曜日になりますが、府中市で初めて、いわゆる事業仕分け

といいますか、事業点検がございまして、教育委員会からも４事業、仕分けに議題として取り

上げていただきました 

 それから８月４日、５日、先ほど来、ご報告がございますとおり、私も日光林間学校の視察

に参加させていただきました。４日夜の集中豪雨でナイトハイクが中止になったのは、とても

残念だったのですが、子どもたちが元気に活動している姿が大変印象的でございました。 

 以上でございます。 

○委員長（久芳美惠子君） それでは久芳よりご報告させていただきます。 

 １点でございます。日光林間学校の視察の件でございますが、先ほど齋藤委員からご報告が
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ありました教員によるレクチャーですね。私も、３０分ほどでございましたけれども、子ども

をよく知っている担任の先生が、実際に実踏にいらしたときにご自分で写した写真を使ってい

らしたのですね。その辺がすごく手づくり感たっぷりで、子どもたちも非常に盛り上がりなが

ら、何だ何だと言いながら見ておりました。私たちも、そのレクチャーがあった翌日、戦場ヶ

原を歩きましたが、そのときにレクチャーの中の内容、何という花だとか木だとかというのが

とても参考になりましたので、子どもたちもきっと、ただわいわい歩くだけではなくて、そう

いうところを参考にできたのではないかと思いました。これはほかの学校でもおそらく実施さ

れていることだと思いますが、とてもよい試みだと思いました。 

 足尾銅山を見学させていただいて、その廃坑跡がよく保存されておりまして、非常に涼しく

ておもしろかったのですが、銅山が工業化に貢献したことがメインの展示でございました。公

害のことですね。足尾銅山は公害の本当に最初の土地でございますので、これはやはり公害の

ことについての指導を、もし学校で見学するならば、廃坑跡の見学だけではなくて、公害で山々

がどうなったか、今どうなっているのかということもきちんと指導する必要があろうと思いま

した。いかなることでも、ほとんどのことは光と影があって、どちらかだけを言うというのは、

やはり子どもたちが一つの物事を多面的に見るということを妨げるので、足尾銅山を見学場所

に選んだ学校があるならば、両方をきちんと紹介することが、子どもたちにとって、将来、物

事を多面的に見る力を養うことになるのかなというのが私の印象でございます。 

 そして、崎山委員からもご報告があったように、添乗員さんが非常に臨機応変に対応してい

ただいたということでございました。それからホテルも本当に細かく子どもたちに対応してい

るなと感じました。先ほど北島委員からもご報告がありましたように、一つの例として、アレ

ルギーのお子さんがいて、その夜はハンバーグが夕食だったのですね。それで牛肉にアレルギ

ーがあるのか、その事情はよくわかりませんけれども、１人か２人だったですね、ハンバーク

でなくて鶏肉がハンバーグのかわりに出ていました。非常に細かな対応をなさっていらっしゃ

るなと。これだけでなく、献立によって、食べられない子どもたちには違うものをちゃんと用

意してくださるようなので、とてもいいホテルだという印象を受けました。今、どのホテルで

もそういう対応はなさっているのかもしれませんけれども、非常によいところだと思いました。 

 以上でございます。 

 それでは、ここで休憩をとりまして、再開後に第２４号議案の審議をいたしたいと思います。

今、２時４３分でございますので、５分ぐらいでよろしいですか。そうしますと、２時４８分、

ちょっとすごく細かい刻みで申しわけありませんが、２時４８分から再開することにいたしま

す。それまで休憩といたします。 

休憩午後２時４３分 

               ◇                

再開午後２時４８分 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、時間になりましたので、ただいまより定例会を再開い

たします。 

               ◇                

◎第２４号議案 平成２４年度使用教科用図書採択について 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、第２４号議案の審議に入りたいと思います。第２４号
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議案、朗読をお願いいたします。 

（事務局朗読） 

○委員長（久芳美惠子君） 説明をお願いいたしますが、今回の資料は大変多くなってござい

ます。初めに教科書採択の概要を説明していただき、その後、個別に報告を受けたいと思いま

すが、よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、初めに採択の概要の説明をお願いいたします。 

○指導室長補佐（桑田 浩君） それでは、平成２４年度使用教科用図書採択につきまして、

初めに教科書採択の概要についてご説明いたします。 

 本年度の教科書採択に関する事務につきましては、去る４月２１日に開催されました教育委

員会定例会におきまして決定してていただいた、平成２４年度使用教科用図書採択要綱に基づ

き作業を進めてまいりました。本年度、採択していただく教科書は、小学校用、中学校用、特

別支援学級用の３種類ありますが、このうち小学校用教科書につきましては、義務教育諸学校

の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条の規定に基づき、現在使用している教科書をそ

のまま採択することとなります。 

 次に、中学校用教科書につきましては、今回は、平成２４年度から新しい学習指導要領が全

面実施されることに伴い、採択替えを行うものでございます。そのため、平成２４年度使用教

科用図書採択要綱に基づき、教科ごとに教科用図書調査研究委員、教科用図書選定資料作成委

員会を構成し、教科書の調査研究及び選定資料の作成を行いました。 

 今回の採択に当たりましては、この教科書図書選定資料、既に委員の皆様にお届けしてござ

います教科書見本本をご覧になっての意見、教科書編集趣意書、東京都教育委員会が作成した

教科書の調査研究資料などに基づいてご審議いただき、採択していただくこととなります。 

 後ほど教科ごとにご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、特別支援学級用教科書ですが、学校教育法附則第９条により、文部科学省の検定を経

た教科書以外の使用も認められており、毎年、採択替えができることとなっております。この

ため、中学校用教科書と同様、小学校特別支援学級教科用図書調査研究委員会、中学校特別支

援学級教科用図書調査研究委員会、教科用図書選定資料作成委員会を構成し、教科書の調査研

究及び選定資料の作成を行いました。特別支援学級用教科書につきましては、この教科用図書

選定資料等に基づいてご審議いただき、採択いただくこととなります。この教科書選定につき

ましても、後ほどご報告いたします。 

 平成２４年度使用教科用図書採択の概要説明は、以上でございます。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。ただいま、本年度の教科書採択の概要

説明がございました。 

 まず小学校用教科書でございますが、規定により昨年度と同一の教科書を採択することとな

っております。この点、よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、平成２４年度使用小学校用教科書につきましては、平

成２３年度使用教科書と同様といたします。 

 次に、中学校用教科書でございます。今回は、平成２４年度からの新学習指導要領の全面実
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施に伴いまして、平成２４年度使用教科用図書採択要綱に基づき、教科別に教科用図書調査研

究委員会、教科用図書選定資料作成委員会を構成し、教科書の調査研究及び選定資料を作成し

たとのご報告でございます。この点についてはよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、これから採択審議及び採択を行います。 

 本日の進行についてですが、教科ごとに報告及び質疑を行った後、委員の皆様から意見を述

べていただき、採択をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） では、そのようにいたします。 

 採択の順番でございますが、資料の順に、国語、書写、社会の地理的分野、歴史的分野、公

民的分野、地図、数学、理科、音楽一般、音楽の器楽合奏、美術、保健体育、技術・家庭の技

術分野、家庭分野、英語の順で行いますが、よろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、初めに国語科の教科書について行います。説明をお願

いいたします。 

○指導主事（大津嘉則君） 国語について報告します。 

 教科書の発行者は、５社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。説明的文章は分かりやすく、新鮮な切り口のものが取り入れられてい

る。言語活動は、日常生活につながる内容が取り上げられている。漢字の学習ページでは、上

段に説明と例、中段にポイントを下げて設問、下段に新出漢字となっていて、見やすい。詩歌

の創作では、日常生活から題材をとり、段階を追って指導できるようになっている。完成例も

複数示してあり、学習を進めやすい。 

 以上のような報告を受けております。 

 次に、学校図書です。「話すこと・聞くこと」「書くこと」や漢字、文法等は、生徒の実生活

に沿う形で書かれ、生徒の意欲を引き出す工夫がある。前の単元で学んだことが次の単元です 

ぐ活かされるなど、自然と力がつくようになっている。教材末の「学びの窓」「批評の扉」によ

り、教材の内容や表現に関して生徒が自然に課題を発見できるよう導いている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、三省堂です。資料が分冊になっている。本冊の巻末に新出漢字の書き順等があり、分

かりやすい内容である。写真や挿絵も大きく、グラフを用いるなどして理解を促している。特

に古典の学習においては、文字の大きさに工夫が見られる。本冊の「確かめよう」において、

「何を」「どのように」学ぶのかがまとめられている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育出版です。学習活動の題材に身近な映画作品や漫画等を用いるなど、生徒の興味・

関心を引き出す内容が選択されている。構成が学習指導要領の領域ごとになっており、教材を

用いて、どのような力を育てるかが明確である。学習活動に即した資料がデータベースとして

収録されており、学習の中で活用することができる。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、光村図書出版です。 
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 名作を用いる一方、環境やメディアなど新しい内容のものもあり、生徒の興味を引き出す内

容になっている。学習指導要領の各領域が組み合わさって大きな単元が構成されており、バラ

ンスよく計画的に学習を進めることができる。推敲や批評の仕方、情報の収集やまとめ、表現

の仕方等、多彩な学習活動が資料になっており、学習の中で活用できる。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。国語科の教科書につきましてご説明を

いただきました。何かご質問はございますでしょうか。皆さん、それぞれにもう事前に読み込

んでいただいたことと思いますけれども、特にご質問がないようでしたら、採択の審議に移り

ますので、委員の方々のご意見をお願いいたします。 

 では、崎山委員、どうぞ。 

○委 員（崎山 弘君） 国語教育では、話すこと、聞くこと、書くこと、読むことを学習し、

その能力と技術を身につけることが求められていると思います。その中でも、まず他人が書い

た文章を読むということが基本と言えると思います。お手本となるような文章を読まないと文

章はつくれません。ですから、書くこともできないし、話すことも難しいでしょう。そのため

には、名作と呼ばれるものであったり、長く読み慕われていたり、あるいは広く大勢に知られ

ている文章、文学、説明的な文章、詩歌、古典など、さまざまな分野を網羅して読むことが、

国語の授業に求められると、まず私は考えます。その観点からすると、学校図書と光村図書出

版は、掲載されている作品数が多く、好ましいと思いました。ですから、主にこの２冊につい

て、詳しく検討いたしました。 

 模倣すべき文章を読んで学習するとともに、社会で生きる人間としてコミュニケーション能

力をつけるためには、話すこと・聞くことが大切になります。この点についてですが、光村図

書出版では、１年生で「構成を考えて話す、正確に聞く」、２年生で「論理的に話す、相手の立

場を尊重して聞く」、３年生は「説得力のある話をする、課題解決に向かって話し合う」と、学

年進行の精神発達も配慮して、語学力を社会でのコミュニケーション能力に結びつける形で構

成されています。 

 それに対して、学校図書では、１年生は「自分の意見を伝える」、２年生は「わかりやすく伝

えよう」と「ディベート」、３年生は「パネルディスカッション」という１項のみになっており、

伝える技術に重きを置いているように見受けられます。話すこと、聞くことの能力を高める配

慮が細やかでない印象があります。また、国語として本質的なことではありませんが、教科書

の大きさが学校図書だけ小さいＢ５版となっており、他の教科書と大きさがそろわないことが

生徒にとって不便ではないかと思います。 

 以上の観点から、私は光村図書出版の国語教科書を選定することを望みます。 

 以上です。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。齋藤委員、お願いいたします。 

○委 員（齋藤裕吉君） 各社とも大変おもしろい作品を取り上げて、しかも、それぞれの工

夫をした資料になっているかなと思いながら読み比べさせていただきました。特に私が関心を

持ったのは、教材としてどんなふうな作品が取り上げられているかというようなところでござ

いまして、その点では、やはり名作というのでしょうか、作品そのもののよさがとらえられて、
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教材として位置づけられているというふうな点で、光村図書出版の教科書が優れているという

ふうに私は思います。文学作品に特に特色があるかと思うのですけれども、それだけではなく

て、また古典、そして説論でも、地球環境のこととか、それから宇宙の生成、月のでき方とか

興味深い作品が多くなっているというふうに思います。 

 それから、単元の構成の仕方ですけれども、これはいろいろな考え方があると思うのですけ

れども、やはり話すこと、聞くこと、それから書くこと、それから読むこと、これらの領域を

それぞれ単独で取り上げるよりは、組み合わせていくという構成のほうが、今、求められてい

る国語力というふうなものの育成にとってはよいというふうに私は思います。そのほうが言葉

の力を総合的に高めるのに有効であるというふうに思います。 

 あと、発展読書。今、読書ということが、特に国語力の育成においては重視されているかと

思いますけれども、その点でも、単元ごとに推薦できる関連する図書の紹介、あるいは手引き

などがありまして、これは非常に子供たちにとって学びやすいつくりになっているのではない

かなというふうに思います。 

 そのようなことで、各社ともそれぞれの特色があってとてもいいと思いながら、見比べなが

らではありますけれども、総体的に見て光村図書出版を私は推したいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。今、２人の委員から光村図書出版を推

すというご意見がございました。北島委員、糸満委員はいかがでございましょうか。はい、北

島委員。 

○委 員（北島章雄君） 私も崎山委員、齋藤委員と同じように、また、光村図書出版におい

ては、府中市在住の翻訳者の翻訳した作品が掲載されており、私も同じく光村図書出版でよい

と思います。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も光村図書出版がよいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。 

 私は、三省堂か光村図書出版、ちょっと迷いましたが、三省堂のよい点というか、ほかにな

い、ほかの出版社と違う点は、資料が分冊になっていて、その辺に、資料と本文と分けて使い

やすさというものもあるのかなと思いましたけれども、やはり総合的に見ると、光村図書出版

のほうがよいかなというふうに思いました。 

 そうしますと、国語の教科書におきましては、全員が光村図書出版の教科書がよいという結

論のようでございます。それでよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、国語の教科書は全会一致で光村図書出版といたします。 

 続きまして、書写の教科書でございます。説明をお願いいたします。 

○指導主事（大津嘉則君） 書写について報告します。 

 教科書の発行者は６社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。目的や必要に応じて楷書と行書を使い分ける教材が配置されている。

楷書、行書が適切であり、第３学年は生活に生かせる教材が中心である。「学習を振り返って」

のチェック欄があり、自己評価できるようになっている。 

 以上のような報告を受けています。 
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 次に、大日本図書です。毛筆、硬筆が適切に教材化されている。楷書から行書、さらに仮名

交じりと適切な構成である。見開きで単元が完結しており、毛筆と硬筆がその見開きの中で学

習できるようになっている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、学校図書です。朱色を用いた手本例は、分かりやすく工夫されている。行書による常

用漢字一覧は、発展的に学習することができる。「ポイント」により、生徒みずからが課題を見

つけられるよう工夫されている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、三省堂です。静止画像を取り入れ、筆の運びが分かりやすい。楷書と行書の常用漢字

一覧が適切な大きさで示されている。「消しゴム印」など興味を引く教材が多く発展的に学習を

進めることができる。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育出版です。毛筆の指導で書き順が書かれていて、硬筆による書写の能力の基礎を

養うように教材が取り上げられている。見開きで一単元の学習が収められていて、分かりやす

い。毛筆の書くときの注意が、言葉で示されていて分かりやすい。行書とひらがなの調和が比

較で示されていて分かりやすい。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、光村図書出版です。毛筆の手本の数は精選されているが、応用の手本を複数示し、

必要に応じて使えるように補われている。行書のつなげ過ぎの例があるなど生徒が学習の上で

陥りやすい間違いへの配慮がある。行書と楷書を、場や好み、目的に応じて使いわけられるよ

うになることを目標に強く打ち出している。また、カード・はがきの例が多い。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。今、書写についてのご報告がありまし

た。ご質問はございますでしょうか。 

 一つお聞きしたいのですけれども、書写というのは国語の一つの分野だと思うのですけれど

も、これは必ずしも、今、国語を光村図書出版を採択いたしましたが、同じ出版社である必要

はないわけですか。それとも同じものが望ましいというか、その辺のところはどうなのでしょ

うか。 

○指導主事（大津嘉則君） そのことにつきまして、いずれにしても、学習指導要領に準拠し

て作成しておりますので、必ずしも一致する必要はございません。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。そういうことでございます。いかがで

ございましょうか。委員の皆様のご意見をどうぞ。はい、北島委員、お願いします。 

○委 員（北島章雄君） 書写の教科書なのですけれども、本当にそれぞれにみんな内容がと

てもよくまとまっていると思いました。 

 ただ、書写の教科書ですが、１年生から３年生までの教科書を１冊でまとめているもの、１

年生と２、３年生用との分冊のものがあり、私はやはり分冊のほうが使用しやすく、授業に適

しているのではないかと思います。その中で、教育出版は小学校で新たに加わった基本の型や

筆先の大きなものの学習が１年生用の最初で学習できるようにしており、また、１年生用の裏

表紙に２年で学習する行書と  について予習内容を入れているものがあります。毛筆からす
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ぐ硬筆へ対応できるように構成されているので、私は教育出版社を選定したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。齋藤委員、お願いします。 

○委 員（齋藤裕吉君） 現代はパソコンのような情報機器が非常に普及しておりまして、手

書きの文字をつくるという場面が少なくなっているのかなという気がしますけれども、でも、

特に義務教育段階では手書き文字の指導というのを本当に徹底して行う必要があるのではない

かなというふうに私は常々思っているわけでございます。そういったことで、書写の指導を中

学校においても義務教育の仕上げの段階として重視して指導をしていただきたいというふうに

思うのです。そうすると、特に毛筆から硬筆、硬毛関連ということで毛筆を硬筆に生かすとい

う発想を、これはどこの社ももっているとは思いますけれども、硬毛関連の視点をしっかり持

ちながら、例えば運筆法の分かりやすさ、筆の運び方の分かりやすさとか、それから手本文字

の整いなどについて比較して見せていただきましたけれども、そういう点で考えますと、教育

出版が適当であると私は思いました。したがって、教育出版を選出したいというふうに思いま

す。 

 特に、例えば筆順なども、今、どこの社の教科書を見ても多少入っているのですけれども、

義務教育段階が終わった子供たちの手書き文字を見ると、まことに、これでよいのかなと思う

ような場面に出くわすことがしばしばございまして、やはり中学校が終わるまで、なるたけ多

くの機会にきちんとした日本の文字を書けるよう、子供たちに指導をしていくということを、

やはり徹底していきたいなと。そういう点では、教育出版はかなり丁寧な編集になっていると

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。意見をいただいたお二人が教育出版と

いうことでございますが、ほかの委員、ご意見を。 

○委 員（糸満純一郎君） 教育出版でいいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 教育出版で糸満委員はいいと。崎山委員もよろしいですか。 

 私も全般的に見て、甲乙つけがたい教科書もございましたけれども、教育出版の、特に手本

の記述につきまして、朱色を使ってポイントを言葉で説明していて、非常に分かりやすいとい

う、そういう点もほかのところと比べて抜けていたかなという感じがいたします。教育出版が

いいというふうに思います。 

 そうしますと、書写に関しまして、教育出版でよろしいと皆さんの意見をいただいたことに

なりますが、それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、書写の教科書は教育出版という、全会一致でございま

す。 

 次に、社会、地理的分野でございます。社会、地理的分野の説明をお願いいたします。 

○指導主事（山本勝敏君） 社会科地理的分野について報告いたします。 

 教科書の発行者は４社です。それぞれの主な特徴について説明いたします。 

 まず、東京書籍です。等高段彩図による基本図や景観写真が見やすくて多い。教科書のサイ

ズが大きく、豊富な資料を掲載している。「地理スキルアップ」の中で資料の読み取りやつくり
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方が示されている。日本の諸地域学習の最後に、七つの中核主題について自分の地域で考えさ

せる課題がついている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育出版です。資料は１項目につき５〜６点と適切である。各項目ともさまざまな資

料図が工夫されている。諸地域学習の単元末に、地域の課題を考えさせるような資料が示され

ている。日本の諸地域を大きく三つに分けてまとめ、大きい地域性を分かりやすく示している。 

 以上のような報告を受けております。 

 次に、帝国書院です。全ページに適切な地図を配置し、単元の始めに本時の学習内容を分か

りやすく示している。表現はパソコンでの検索画面を意識し、画面の情報を文字で補うなどの

配慮がされている。学習は重要なポイントに登場人物を置き、課題発見を促すとともに、課題

選択を容易にし、「あなたならどうする」「学習のまとめ」で課題解決を図る配慮がされている。

府中市が関東地方の工場数の地図資料上に示されており、工業発展の取り扱いに適している。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、日本文教出版です。日本の諸地域において、その中核主題を生徒にイメージさせな

がら学習を進める工夫がなされている。自然環境の中核主題による北海道地方から南下する形

で単元構成している。世界の諸地域の単元末に、日本とのつながりを示すページがあり、世界

の諸地域と日本とのつながりを具体的に考えられる。府中市と土地利用状況の共通点が多い小

牧市の事例があり、身近な地域の調査活動に役立てられる。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。ご説明をいただきました。いかがでし

ょう。ご質問はございますでしょうか。 

 特にご質問がなければ、どうぞご意見をお願いいたします。はい、北島委員、お願いいたし

ます。 

○委 員（北島章雄君） 社会の地理的分野の教科書なのですが、まず教科書を全部見たとき

に、東京書籍の教科書が大きかったので、ちょっと目立って、色彩的にもいいなと感じたので

すが、全ページに適切な地図を配置して、また、必要最小限で分かりやすく小さくまとめ、視

覚教材をふやし発達段階に合わせている。また、見開きごとに学習活動を提示したチェック＆

トライがあり、「学習のまとめ」のページで学習内容が着実に定着するよう配慮しており、身近

な地域の調査において、東京都八王子市が取り上げられている帝国書院の教科書が、こちらの

ほうがいいのかなというふうに思ったので、選定したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 北島委員のご意見でございましたが、ほかにいかがでございまし

ょうか。 

 私も、北島委員と同様に、先ほど説明がありました、資料が非常に豊富である。本当に全ペ

ージにその課題に必要な地図がありまして、視覚的にも生徒の理解を助けているなというふう

に思いました。また、府中が関東地方の主な工場という地図に、府中という地域が書き込まれ

ておりまして、生徒が学ぶときの興味、関心を喚起するだろうというふうに思いました。 

 あと、単元ごとの「学習のまとめ」のところのワークシートも非常に充実していて、生徒が

学びやすいものだろうというふうに思いました。 

 １点、日本文教出版の世界の諸地域の単元の末に、日本とのつながりを示すページがござい
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まして、これは非常に具体的に書かれていて、これはとても捨てがたいと思いましたけれども、

全体的に見たときに、帝国書院の教科書がよろしいかなというふうに思った次第でございます。 

 ほかの委員の方々、いかがでございましょう。はい、崎山委員、お願いいたします。 

○委 員（崎山 弘君） 今、委員長も言われていましたけれども、この日本とのつながりを

重視するという構成は、私から見ると斬新的な、やはりこの帝国書院もいいなと思うのですが、

やはりさすが地図の会社だなというイメージが強くて、地図かなという、地理というのは確か

にそういうものだとは思うのですが、やはりこれから世の中で生きていく社会科として考える

ならば、日本と世界とのつながりのような、そういうテーマがやはり取り上げられているとい

う、そういう点がちょっと斬新なのと、あと、やはり構成がなかなか斬新だったという気がし

ました。ですから、私としては、今回は日本文教出版の教科書がふさわしいのではないかなと

いうふうに考えております。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。崎山委員は日本文教出版ということです。

ほかにいかがでございましょうか。齋藤委員、よろしいですか。 

○委 員（齋藤裕吉君） 私は帝国書院です。 

○委員長（久芳美惠子君） 帝国書院、はい。齋藤委員は帝国書院がいいだろうと。 

 糸満委員はいかがでしょう。 

○委 員（糸満純一郎君） 帝国書院です。 

○委員長（久芳美惠子君） そうしますと、社会の地理的分野に関しましては、４名が帝国書

院、１名が日本文教出版ということになりますが、帝国書院が過半数を超えていますので、社

会の地理的分野は帝国書院といたします。よろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） 続きまして、社会の歴史的分野でございます。説明をお願いいた

します。 

○指導主事（山本勝敏君） 社会科歴史的分野について報告いたします。 

 教科書の発行者は７社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。教材は、大きな流れと各時代の特色をつかむ適切な教材である。各単

元とも大きな流れを年表でつかみ、写真ロードマップで内容に入る適切な構成である。表現は

語りかける工夫がされ、読みやすい。本文を補う資料は分かりやすく、深める学習には思考力

をつける配慮がされている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育出版です。近現代史が充実している。年代順に単元が構成されているので、流れ

をつかみやすい。語句や表現が高度で、読みごたえがある。本文の注釈が多く、幅広く学習で

きるので、生徒が課題を選択しやすい。 

 以上のような報告を受けております。 

 次に、清水書院です。日本の伝統や文化に関する学習を詳しく学ぶことができる。一つ一つ

の単元が大きく区切られているので、要点がはっきりしている。文章表現が端的で分かりやす

い。学習内容とまとめが各時間に明示され、生徒が何を学ぶのかを把握しやすい。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、帝国書院です。四大文明や三大宗教の起こりなどがしっかり記載されている。内容を
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短く切って単元を分けており、まとめやすい。簡単な語句を使っているので、理解しやすい。

資料が多く、かつ適切なので、視覚的な学習に適している。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、日本文教出版です。地図が多く掲載されており、分かりやすい。構成は、事象ごとに

小単元が構成されているので分かりやすい。写真が多く、時代背景や歴史的事象がイメージし

やすい。課題発見学習は、小単元の初めに学習課題が記されているので、何がポイントなのか

をあらかじめ考えられるようになっている。 

 以上のような報告を受けております。 

 次に、自由社です。教材は、世界の歴史を背景に我が国の歴史の特色が分かりやすく説明さ

れている。単元の系統性としては、「コラム」として歴史を別の視点から見るページが各章に載

せられている。資料は写真・地図が大きく、解説も充実している。学習活動は、各章のまとめ

として「意見交換会」が載せられており、調べ学習を行いやすいよう工夫されている。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、育鵬社です。教材は、文化遺産をその時代や地域と関連させて紹介している。「なで

しこ日本史」として、女性史を取り上げ、授業では扱いきれないが、時代背景を理解するのに

役立つ構成になっている。資料は、特に建築物や人物の写真が多く、視覚的にも分かりやすい

配慮がされている。課題解決学習は、章のまとめが書き込み形式になっているので、学習しや

すい工夫がされている。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。歴史的分野についての説明をいただき

ました。ご質問はありますでしょうか。 

 特にないようですので、審議に入りたいと思いますので、皆さんのご意見をお願いいたしま

す。崎山委員、お願いします。 

○委 員（崎山 弘君） この歴史的分野の教科書選定に際して、まず私の総論的な考えを述

べます。 

 歴史は、出来事や文化財を暗記するのではなく、自分の先祖も含め、過去に生きた人たちの

出来事や、過去に生きた人が残したものを学ぶことを通して、現在に生きる自分たちの生き方

を考えることです。ただし、今は亡くなっている先人に会って話を聞くことができない以上、

現在まで文章の記録として残ったもの、あるいは伝えられている文物を歴史的資料として考察

し、その結果として創り上げたものが歴史となります。世に言う歴史的大発見があれば、歴史

が書きかえられることもしばしばあり得ます。特に、政治が関わるようなことは、都合よく書

きかえることははばかられても、不都合なものを焼き払ったり、埋めてしまったりすることは、

過去並びに現在の国々でもよくあることです。そのことをよく承知の上で、過去に生きた人の

よかったこと、悪かったことを謙虚に学び、考える姿勢が、今後に生きる上で必要な学習であ

り、その道しるべとなるものが教科書だと思います。自分にとって都合のいいことを並べるだ

けでは、得るものは多くありません。 

 ただし、過去は過去、現在は現在です。親、祖先を含め、先人が立派な人物であったからと

いって、今の自分が生まれもって高潔な人間になれるわけではありません。先人の優れた部分

を引き継ぐ努力が求められます。親が罪人であったとしても、子供の評価が劣ることはありま
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せん。先人が過ちを犯したとしても、今から歴史を学ぶ子供たちが自虐的な生き方をする必要

はなく、新しい歴史をつくる努力が求められます。地域で、日本で、世界で、家族と社会とと

もに生きていくために、どう考えればよいかを学ぶのにふさわしい教科書は何かという視点で

私は選んでみます。 

 海外を見ても、歴史教育として、一つの歴史観を教え込む、すり込みをするという方法をと

る国があるのも事実ですが、その方法には可塑性（フレキシビリティー）が少なく、時代の変

化に対応できない恐れがあると思うので、歴史観を教え込むという教育は避けたいところです。 

 では、各教科書についての意見に入ります。 

 まず自由社ですけれども、自由社の２３１ページの図、大東亜戦争（太平洋戦争）の展開、

育鵬社の２１５ページの図、太平洋戦争（大東亜戦争）の展開図、それと２年前に扶桑社の発

行した２０５ページの図、大東亜戦争（太平洋戦争）の展開図、これは全く同じ図が出ていま

す。この３社は著者が共通しているので、当然といえば当然かもしれません。しかし、写真で

はないのですから、新たな教科書会社で出版し、編集するのであれば、新しく書き起こすぐら

いのことは当然だと思います。私は医者なので、医学的な自分の分野で言うならば、医学書に

おいても図の丸写しというのは非難の対象になります。 

 また、自由社の２３７ページの「広島に投下された原子爆弾」の写真は、既に報道がありま

したが、これは長崎の原爆の写真です。広島に投下された原爆を真横から写したカラー写真は

存在していないと私は認識していたので、実は報道される前から、この写真を見た瞬間、これ

はおかしいと思いました。事実、この写真も、実際に報道があったように、長崎の原爆の写真

をさらに着色して加工しています。写真資料に手を加えるということは、せいぜいトリミング

程度なら許せますが、もともと白黒の写真であったものにおどろおどろしい色をつけることは、

歴史的資料に手を加えて改ざんしていることに等しい。歴史的資料に手を加えることが許され

るならば、歴史そのものを編集者の意のままに変えてしまうことも可能です。これは解釈の違

いというレベルの話ではなく、そのような姿勢で編集されている点で、教科書としては不適切

です。 

 育鵬社の教科書には、育鵬社のトレードマークが表紙と背表紙に印刷されています。他の歴

史教科書では、裏表紙にトレードマークを印刷している会社が４社ありますが、表紙に印刷し

ているのは育鵬社だけです。ちなみに、このマークはフジテレビと同じマークです。何名かの

子供に聞きました。このマークはフジテレビのマークと答えています。歴史教科書にマスコミ

グループの商標が記載されていることに、私は違和感を感じます。６月１７日から７月１日ま

で実施された教科用図書見本本展示会で得られたアンケート８５件、並びに、きょうまで我々

に寄せられた要望書、要請書、手紙など８件、全部読みましたが、この中で、このロゴについ

ての指摘は１件もありませんでした。しかし、もし国語の教科書にＮＨＫ出版のロゴが入り、

保健体育の教科書に読売のロゴが入り、そして理科の教科書に朝日新聞のロゴが入ったら、子

供はどう思うでしょうか。国語がＮＨＫであれば、正しい日本語はＮＨＫアナウンサーの言葉

だと思い、スポーツは読売が正統派だと思い、理科が朝日であれば、朝日新聞の科学の記事は

正しいと子供たちに思わせるのに十分だと思います。これはすり込み（インプリンティング）

と言わざるを得ません。フジサンケイグループのニュースが歴史的事実と同等と思わせる恐れ

があります。子供たちの教室の机の上に、例えどの会社であれ、マスコミグループのロゴがず
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らっと並ぶことは不適切です。子供たちの教育は一種のすり込みであることは、教科書を書く

者であれば、十分承知しているはずです。それを知っていながら堂々とロゴを印刷するという

姿勢は認めがたい。よって、育鵬社の教科書については、内容も拝見しましたが、たとえどの

ように優れた教科書であったとしても、不適格と考えます。 

 そこで、私は残った東京書籍、教育出版、清水書院、帝国書院、日本文教出版の５社から選

ぶことにいたしました。歴史は何を学ぶのか、各教科書に前書きがあります。そこに歴史教育

のねらいが書かれていますので、それを要約してみます。要約なので、ちょっと語弊があるか

もしれません。 

 東京書籍。歴史を学習することによって、「私たちはこれからどう生きていけばよいのか」、

「日本や世界はどう進むべきなのか」など、現在や未来へ向けての生き方を考えていくのです。 

 教育出版。歴史の学習にとって大切なことは、時代が移り変わる、その姿を正しくとらえる

ことです。他国との関係、さまざまな対立、社会の問題、その歴史的背景を理解することも、

歴史の学習にとって必要なことです。 

 清水書院。私たちが今生活している社会は、私たちの父や母、祖父や祖母、さらにその祖先

たちが、さまざまな出来事を経験しながら協力し、工夫し、困難を乗り越えつくり上げたもの

です。このような人々の営みの積み重ねと社会の変化を歴史といいます。 

 帝国書院、グローバル化の時代に必要な歴史：日本の歴史は世界とのかかわりの中でつくら

れてきたのです。日本と世界の関係を形作っていく上でも、とても重要になっていきます。考

える歴史：なぜ、どうしてという疑問について考えることが必要。歴史をつくってきた人の姿

がわかるようにした。 

 日本文教出版。歴史上の人物や出来事が、なぜあらわれ、起こったのか、それらが何と関連

し、どういう結果をもたらしたのかを、日本と世界の歴史の中で解いていきましょう。地域や

日本、世界の成り立ちを知り、そこから学ぶことも必要です。 

 このような観点でそれぞれの会社が編集していることがわかります。 

 多くの出版社が、歴史の流れを理解し、学ぶことをねらいとする中、東京書籍は「現在から

未来への生き方」を視野に入れていることが、この前書きからも伺えます。例えば１９１０年

の韓国併合に関する記事について、２年前の東京書籍、今、現行の中学生がもっている教科書

です。それと今回の見本本を私は比較してみました。今回の改定で、すべての会社がそうだと

思いますが、ページ数が増えています。量も増えています。東京書籍もページ数が増えて、大

きさも大きくなった部分、この韓国併合の部分を見ると、何が増えているかというと、初代朝

鮮総督である寺内正毅の短歌と石川啄木の短歌、これはかなり対比的な立場です。それを歴史

的資料として並べて掲載し、その違いを考えさせる課題が出されています。今生きている生徒

たちに求められているものは、編集者の視点で歴史を理解することではなく、自分たちの生き

方を考えるのだという姿勢のあらわれであり、これからの時代を切り開こうとする若者への歴

史教育としては、こういう姿勢が好ましいと私は考えます。 

 よって、私は東京書籍を推薦いたします。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。崎山委員は東京書籍を推したいという

ことでございます。ほかの委員はいかがでございましょう。齋藤委員、どうぞ。 

○委 員（齋藤裕吉君） 現代の世の中といいましょうか、世界、大変目まぐるしい変化を日々
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遂げているかなというふうに思います。こういった変化の時代を生きていく子供たちにつきま

しては、一人ひとりの子供たちが自分の世の中の見方、自分にとって世の中はどうか、一人ひ

とりの子供が世の中をどう見るか、そういうような考え方をしっかりもって、これから生きて

いってほしいなというふうに思いますし、そうしなければならないこれからの時代ではないか

なというふうに思うわけです。そのためには、これまでの人間の歴史、特に日本の歴史がどう

であったか、これまでの様子を多角的に考えてみて、そこから自分の考えをもてるような、そ

んなような指導が、特にこの社会科の歴史の分野においては非常に大事なのではないかなとい

うふうに思うのです。 

 つまり、私が思いますには、歴史観によって、取り上げる歴史的な事実というのは相当違っ

てくるかなというふうに思うのですけれども、そこのところを、これからの時代、変化する時

代、社会の中に生きていく子供たちには、なるたけ基本的な歴史的事実を複数、あるいは対比

的なものも含めて、多く子供たちが学べるような状況をつくってあげるということが非常に大

事なのではないかなというふうに思うわけです。 

 つまり、教科書でいえば、資料の大きさ、豊富さということが非常に大事になってくるので

はないかなというふうに思うのです。それで、子供なりにそれぞれの、その段階での歴史観と

いうものをつくりながら大人になっていってほしいなというふうに思います。その点で考えま

すと、各社、見比べさせていただきました。それぞれの出版社とも非常に熱心な編集をしてい

らっしゃいますけれども、今、申しあげたような歴史的な事実、資料などの豊富さという点で、

私は東京書籍を選択したいというふうに考えております。 

 それから内容構成につきましても、東京書籍については時代区分ごとに年表がついていて、

大まかな歴史の流れというものを学習しやすくなっておりますし、また、自分でまとめたり、

みんなで考えてみようというふうな学習の進め方が基本にあるというところが大変よいかなと

思います。よりよい生き方、一人ひとりのよりよい生き方、そしてよりよい社会、そしてより

より日本の国、こういったものを築いていけるような子供たちの歴史学習であってほしいなと

いうふうに思います。 

 以上の理由で、繰り返しますが、東京書籍を推したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。齋藤委員は東京書籍を推したいという

ことでございます。 

 ほかの委員、ご意見どうぞ。 

○委 員（北島章雄君） 私も東京書籍を選定したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。北島委員も東京書籍ということでござい

ますが、糸満委員はいかがですか。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も東京書籍でございます。 

○委員長（久芳美惠子君） 東京書籍ということでございます。 

 私ですが、ちょっと一言、いろいろな皆さんの展示会のアンケートであるとか要望書に関し

て、かなり多くの方から賛否両論があったわけでございますが、自由社と育鵬社の教科書につ

いて一言申しあげたいと思います。 

 前回の教科書採択のときに扶桑社を読みまして、同じものを感じました。非常に読んでいて
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楽しいですね、はっきり申しあげまして。文章がこなれていて楽しいのですが、やはり何と申

しましょうか、一つの歴史的な事柄には、その人がどう考えるかという立場によってさまざま

な見方があるのですね。この教科書は、子供たちが初めて歴史を通史として学ぶものでござい

ます。ですから、そういうことを考えると、子供たち、生徒にはできる限り客観的な書き方を

したほうが望ましいというふうに思っております。 

 物事にはさまざまな見方があるのだということをきちんと彼らが、そういう考えを持った上

で、これはこういう考え方の上で書かれているものだ、こちらはこういう考え方だというふう

に、きちんと見分けるというか、そういうことができた上で、自由社であるとか育鵬社の教科

書に書かれているものというのは、そういったふうな立場に立てば、非常におもしろい読み物

であるというふうに私は思います。 

 ですから、先ほど崎山委員が教科書以前のことでご指摘がありましたけれども、内容的なこ

とについて考えると、そういったような見方もございます。それゆえに、ほかの教科書も本当

に歴史分野、ほとんどすべて読ませていただきましたけれども、東京書籍が望ましいかなとい

うふうに思っております。 

 そうしますと、皆さん、東京書籍がよいということでよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、社会の歴史的分野は、全会一致で東京書籍といたしま

す。 

 次に、続きまして、社会の公民的分野でございます。説明をお願いいたします。 

○指導主事（山本勝敏君） 社会科公民的分野について報告いたします。 

 教科書の発行者は７社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。現代社会をとらえる見方や考え方について、身近な事例を通して学ぶ

ことができる。経済が人権、憲法及び政治の後に配置されており、経済を無理なく学習できる。

大判で、文字や写真、図も見やすい。単元の終わりに、持続可能な社会を形成するためのレポ

ートづくりについて具体例を示し説明している。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育出版です。小学校の学習との関連を意識し、さらに学習を深化できる工夫がなさ

れている。現代社会、政治・経済、国際社会と学びやすい流れで章立てがされている。キャラ

クターを用いて、学習のポイントを分かりやすく示している。本文中に資料番号が表示され、

本文と資料との関連が分かりやすいように工夫されている。 

 以上のような報告を受けております。 

 次に、清水書院です。内容は、生徒が主体的に基礎・基本を培うよう配慮されている。教材

は、個人から社会、そして世界へと系統的に構成している。表現は「である」調で、簡潔で読

みやすい。課題を単元ごとに豊富に設定し、生徒の思考、判断、表現力を培っている。 

 以上のような報告を受けております。 

 次に、帝国書院です。「クローズアップ」により、学習内容の具体的な事例を提示し、導入と

している。地方自治から国の政治へと系統的に構成されている。毎時間の学習テーマが最初に

示してある。また、学習の終わりにチェック＆トライによって習得の確認と活用ができる工夫

がある。多摩川の変遷を事例として取り上げており、府中市の生徒にとっては、より身近に感
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じることができる。 

 以上のような報告を受けております。 

 次に、日本文教出版です。新しい社会情勢を踏まえた、分かりやすい教材や資料が豊富であ

る。地理と歴史の学習成果を踏まえた構成である。世の中の仕組みが目に見える図等、関心、

意欲を高める図版資料を豊富に掲載している。裁判傍聴や施設見学の仕方のほか、新聞を使っ

た学習や広告作成等の作業的・体験的な学習例を豊富に紹介している。 

 以上のような報告を受けております。 

 次に、自由社です。愛国心や郷土愛、家族について、発達段階に配慮した具体的な記述があ

る。地理や歴史に関する既習知識の復習が多く配置されている。物語性のある文章表現が読み

やすく、見開き２ページの本文と資料とのバランスがよく、見やすい。各章の最後に「学習の

まとめと発展」があり、各章で学習したことを再確認し、さらに発展的な学習へとみずから進

んでいけるようになっている。 

 以上のような報告を受けております。 

 最後に、育鵬社です。公民的資質の基礎を養うために、多面的・多角的に考えさせる資料が

豊富である。本文の記述と関連づけられた資料、折り込みページが視覚的で分かりやすい。一

貫して時間軸と空間軸の交点にいる自分を意識させた記述になっている。「社会科のまとめ」と

して、既習の知識を活用して、今後よりよい社会を築くためにはどうしたらよいのかなどの課

題を選択させ、その解決方法を考えさせている。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。公民的分野の教科書についてのご説明

をいただきましたが、いかがでございましょうか。何かご質問ございますか。 

 特にございませんようですので、採択の審議に移ります。委員の皆さんのご意見をお願いい

たします。齋藤委員、お願いいたします。 

○委 員（齋藤裕吉君） 今は、先日の大震災、まだその災害が続いているというような状況

だと思うのですけれども、そういう関係で、まず公民の教科書につきましては、私は一つ、エ

ネルギー問題、原子力発電をどのように扱っているかという視点で各教科書を見せていただき

ました。 

 そうしましたところ、育鵬社の場合は、原発が期待されていますというふうな表現でござい

ました。 

 それで、自由社については、安全性の高い技術を確立したというふうな表現になっておりま

す。 

 あと、ほかの出版社につきましては、二酸化炭素の排出がないとか、少ない燃料で多くの発

電ができるとか、そういうよさとあわせて、安全性の確保という点で慎重な対応が必要である

とか、それから厳しい安全対策が求められているとか、一層の対策が求められる、このような

表現がほかの図書においてはありました。 

 こういうことを考えますと、現状で見ますと、現時点での一つの結果があるわけですので、

そこで考えると、やはりこれは、見本本どおりの表現であるならば、私は、この一層の安全策

について考えていく必要があるという姿勢のものが必要なのではないかというふうに考えるわ

けです。それでいきますと、遺憾ながら育鵬社さんと自由社さんはちょっと適切ではないとい
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うことを一つ考えました。 

 次に、別の視点で、公民というのは社会科の学習の中でも総まとめ的な分野になるかという

ふうに思います。義務教育の最終学年で、いろいろな分野について基礎的・基本的な内容を取

り上げていくという、そういうふうな学習になっていくのかと思うのですけれども、そういう

点では、基礎的・基本的なものをしっかり修めるという点では、清水書院の教科書が適切であ

ると私は考えました。それは、取り上げる内容とあわせて、特に、例えば卒業論文を書いてみ

ようというふうな項目があったりしまして、主体的に学びを、子供たち一人ひとりの学びを総

仕上げしていこうという、そういうふうな編集にもなっているのかなというふうに思いました。 

 歴史の教科書の考え方との共通点も一部あるのですけれども、基礎・基本を押さえながら、

身につけながら、さらに主体的に自分の考えをつくり、行動していける、そういう若者を育て

ていきたいというようなことで考えまして、他社のものもよいところはたくさんあると思いま

すが、結論的には清水書院ということで採択をしたいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。齋藤委員は清水書院を推したいという

ことでございます。 

 ほかの委員の皆様、ご意見ございますでしょうか。 

 それでは、私のほうから。まず東京書籍でございますが、今、齋藤委員がおっしゃったよう

な内容で、公民は第３学年で学ぶということで、東京書籍も内容的には、地理とか歴史とかで

学んだ内容を踏まえて学習ができるように工夫されておりますし、また、幅広の版で、ほかの

教科書と違って幅広の版のために、文字とか資料が見やすくなっていて、多くの身近な事例を

教材としているというところは、非常にひかれるものがございました。 

 清水書院でございますが、見開き２ページで一つの項目が示されていて、写真やデータ等の

資料も非常に豊富で、生徒の興味、関心に応じて学べる内容でございます。読みやすい、理解

しやすい、これはたしか「である」調の文章というか、表現が、そういうふうに理解させるの

かなと思うのですが、そんな印象を受けました。 

 そして、さまざまな、先ほど申しあげましたけれども、一つの事柄についてはさまざまな見

解があるというふうに申しあげましたが、そういう見解に合う事柄については、異なる見解が

あることにも触れるなどして、非常にバランスのとれた記述となっています。例えば、自衛隊

に関する項目では、自衛隊が国連平和維持軍の活動をしていて、それぞれの国から大変感謝さ

れているということであれば、憲法９条にも触れて、憲法違反論という考え方の見解もあると

いうようなことでございます。こういった見方を提示するということは、非常に大事なことだ

というふうに思いまして、私としては、東京書籍も捨てがたいところでございますが、清水書

院がよいのかなという結論でございます。 

 では、崎山委員、お願いします。 

○委 員（崎山 弘君） 私も、正直言って東京書籍、教育出版、清水書院、帝国書院のいず

れか、甲乙つけがたしというふうに思っていましたので、その中のどれかというのは特別に考

えてはいませんでした。 

 育鵬社、自由社に対しては、ちょっと意見を割愛しますが、日本文教出版の公民的分野で言

うならば、教科書１０９ページに裁判傍聴についての話題が載っているのです。確かに実地の

学習として裁判を傍聴させるというのもおもしろい話だとは思うのですが、実際に裁判を傍聴
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しても、例えばテレビドラマにあるような原告と被告が言い争うようなことは、実はほとんど

ありません。また、実は犯罪を起こした人がいたりだとか、あるいはプライバシーの問題、い

ろいろあるので、うかつに裁判というのは、私は見に行くのは難しいのではないかと考えてい

ます。そういうことを考えると、子供の安全性ということに関して配慮していないのではない

かと。一事が万事ではありませんけれども、やはりこういうことを、裁判を見に行こう、だれ

でも見られますみたいなことを簡単に書いてしまうと、むしろ子供にとって危険ではないかと

いうふうな観点で見ましたので、ちょっと日本文教出版は、これはあまりふさわしくないとい

うふうに思っています。 

 ですから、東京書籍、教育出版、清水書院、帝国書院のいずれかということで私は考えてお

ります。 

○委員長（久芳美惠子君） いずれかのどれかというのは、いかがですか。 

○委 員（崎山 弘君） 意見を聞いてということです。 

○委員長（久芳美惠子君） 皆さんの意見を聞いてということですか。はい。そうしますと、

崎山委員はちょっと後ほどということですが、あとお二人の北島委員と糸満委員のご意見を聞

かせてください。 

○委 員（北島章雄君） 清水書院がいいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 清水書院。北島委員は清水書院がいいだろうと。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も清水書院を推したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 糸満委員も清水書院ということでございますが、崎山委員、どう

なさいますか。 

○委 員（崎山 弘君） 保留にします。 

○委員長（久芳美惠子君） では保留ということで、甲乙つけがたいということで、保留とい

うことでございますが、４名が清水書院、１名が保留ということで、多数決ということでござ

いますので、清水書院ということになると思います。 

 それでは、社会公民的分野は清水書院を推したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、社会公民的分野は清水書院といたします。 

 続きまして、社会、地図でございます。説明をお願いいたします。 

○指導主事（山本勝敏君） 社会の地図について報告します。 

 教科書の発行者は２社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。世界と日本の各地域を関連させ、理解させる構成となっている。５大

陸を中心に構成し、日本では７地方に分け構成している。資料には「読図の一歩」を設け、読

み取りの工夫をしている。落ちついた色調で地図やグラフ、図表が表現されている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、帝国書院です。世界を州ごとに大観し、自然や人々の生活をとらえる資料を使い、日

本では地方ごとに中核となる要素を示している。世界を６州、日本を７地方に明確に分け、示

している。巻頭に地図帳の活用方法を設け、地図帳の使い方を具体的に示し、学習できるよう

にしている。ＡＢ版を採用し、明るく、幅広になったことで周辺との関連を把握しやすい。 

 以上のような報告を受けています。 
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○委員長（久芳美惠子君） 地図に関しては、２社でございます。東京書籍と帝国書院、ただ

いまの報告について、何かご質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、採択の審議に移ります。委員の皆さんのご意見を伺わせてください。はい、崎山

委員、どうぞ。 

○委 員（崎山 弘君） 地図ということは、これはもう文章を読むものではなく、図面、グ

ラフ、表などの資料として利用されるものです。 

 例えば東京を理解するに当たっては、世界地図での位置、アジアでの位置、日本での位置、

東京といっても、２３区ではなく東京都としての東京、東京の人口、面積、産業、地形図など、

さまざま情報が存在します。 

 なるべく多くの情報を分かりやすく提示しようとすれば、どうしてもページ数が多くなり、

版が大きくなるのは当然だと思います。版が一回り大きく、ページ数も多いのが帝国書院です。

しかし、無理のない厚みと大きさでもあります。また、平面図だけでなく、鳥瞰図も多く使わ

れ、一見して見やすいという印象もあります。 

 索引の、資料として使うからには、索引というのはどうしても大切なのですけれども、索引

の表記方法で、東京書籍はページ数のけたが縦にそろえてあるので、見やすいという工夫がさ

れているのは評価できますが、索引に記載されている地名数が、日本、世界を合わせて東京書

籍の３，５６０に対して、帝国書院は４，３５７と２割ほど多くなっています。 

 こういうことからしても、資料の利用価値としては、その差は大きいと私は考えます。よっ

て、帝国書院の地図を推薦いたします。 

○委員長（久芳美惠子君） 崎山委員は帝国書院の地図を推したいということでございますが、

ほかにご意見は。はい、北島委員。 

○委 員（北島章雄君） 私も帝国書院を選定したいと思います。地理を学び始める生徒が、

人々の生活をとらえるように配慮してあったり、世界の諸地域から日本のさまざまな地域へ無

理なく学習を進める構成をしている。また、ＡＢ版を採用して、索引に記載されている地名数

も多く、３年間の地理、歴史、公民の学習資料として活用できる、この帝国書院を選定したい

と思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 北島委員も帝国書院ということでございますが、ほかの委員の皆

様はいかがでございましょうか。齋藤委員、いかがでしょうか。 

○委 員（齋藤裕吉君） 私も帝国書院を推したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 齋藤委員も帝国書院。 

 糸満委員はいかがでしょうか。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も帝国書院を推薦したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） わかりました。 

 私も、地図を広げてみたときに、やはり帝国書院の地図が美しく、大変見やすいなというふ

うに思いましたので、帝国書院を推したいと思います。 

 そうしますと、全会一致で帝国書院ということでよろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、社会、地図の教科書は帝国書院に決定いたしたいと思

います。 
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 次に、数学でございます。数学の説明をお願いいたします。 

○指導主事（小野満賢君） 数学について報告します。 

 教科書の発行者は７社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。ノートの書き方を示すなど、言語活動への配慮がある。例題が分かり

やすく、課題が充実している。数多くの問題が解けるため、生徒自身が自分で取り組みやすい

ように系統化されている。「数学のまど」で扱われている話題が興味深い。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、大日本図書です。学習内容が見開き２ページでまとめられており、取り組みやすい。

表や図、写真を多く取り上げており、その分、厚い教科書である。「社会にリンク」という部分

があり、章で学んだことが社会につながっていることを教えている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、学校図書です。数学的な活動を通した言語活動に配慮がある。課題学習のヒントが豊

富である。領域の系統性を意識し、学年間で関連を図り、見通しができる。既習事項との関連

が見やすく、発展的な課題や理解が不十分な課題も自力で解決できる。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育出版です。図や写真が多く見やすい。単元が始まる前に、既習事項の復習がある。

巻末の補充問題と発展的問題が豊富である。「チャレンジコーナー」や「気をつけよう」の項目

は、授業でも扱いやすい。国際理解、伝統文化の話題を紹介している。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、新興出版社啓林館です。レポートの書き方や「伝えよう」「話し合ってみよう」などの

話し合い活動があり、言語活動に配慮している。「学習の進め方」で、数学的な思考力・表現力

を意識している。習熟度に応じた課題学習を行いやすいよう配慮している。補充の振り返りや

発展の課題解決学習に自分で取り組めるよう系統化されている。説明が丁寧で練習問題が多い

ことから、ベテランから若手教員まで扱いやすい。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、数研出版です。例題が分かりやすい。内容が生徒の興味・関心に配慮されている。繰

り返し学習のスタイルを明確にしている。学習内容をコンパクトにまとめたページがある。説

明が参考書のようにシンプルである。練習問題を重視している構成で、ベテランの教員向きで

ある。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、日本文教出版です。数学的な活動に力を入れている。導入は身近な話題が多く、工

夫している。全国学力・学習状況調査を意識した問題を掲載している。既習事項を生かした学

習活動がある。振り返り学習が系統的に示されている。記述させる練習問題が多い。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。何かご質問はございますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 それでは、採択の審議に移ります。委員の皆様のご意見をお聞かせください。はい、糸満委

員、お願いします。 

○委 員（糸満純一郎君） 小単元ごとのテーマが分かりやすく、話し合い活動など言語活動
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に配慮している内容が、大変、新興出版社啓林館が優れているというふうに感じました。特に

領域の系統の意識を高く、学年を超えた関連が目次に明記されておりますし、数学と他教科と

の関連をさせている。そういったことで小・中の連携、高校との接続にも配慮している。それ

ら総合的に勘案いたしまして、私は新興出版社啓林館を推薦したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 糸満委員は、新興出版社啓林館ということでございますが、ほか

の皆さんはいかがでございましょうか。 

 それでは、私の方からですが、私は学校図書と啓林館、ほかの出版社の教科書も非常によく

できていまして、非常に迷うところであったのですが、どちらかといったら学校図書か啓林館

か迷うところでございました。数学の説明の仕方とか、そのやり方等のことはもちろんですけ

れども、両方とも非常に数学を通して言語活動にとても配慮があって、よいのかなというふう

に思ったわけでございますが、二つを比べてどちらかというところですと、啓林館だろうなと。

啓林館では、「学習の進め方」では話し合うとか伝えるとかの、考えをまとめるという、そうい

うふうな言語活動を通して自分の考えを表現する力を身に付けるということに配慮をしている。

現在の子供は非常に表現力が低下しているということは、皆様、ご存じな訳でございまして、

数学を通しても自分の考えをきちんと伝えていくということは、とても大事なことであるなと

いうふうに考えております。 

 先ほども申し上げましたように、数学に関しての説明が非常に丁寧で分かりやすいという、

数学的観点のところは、もう言うまでもないわけですが、ほかの教科書にもあるノートのつく

り方ですね。ノートのつくり方の例も、私が見た限りでは一番分かりやすかったかなというふ

うに思いますので、生徒が学習しやすいのではないかというふうに思いました。そこで啓林館

を推したいというふうに思っております。 

 いかがでございましょうか。ほかの委員の方々、ご意見を伺わせてください。はい、崎山委

員。 

○委 員（崎山 弘君） 教科用図書調査委員会の報告書に基づいて、評価の一覧表が手元に

あるわけですが、その中で、啓林館のところにＰＩＳＡ型学力を意識しているというふうに記

載されています。確かに最近、海外との比較でこのＰＩＳＡというのはよく出てくるわけです

が、これで点を取ればいいとは思いませんが、ただ、やはり実際、実生活上への活用というも

のを数学に関して当てはめている、そういう配慮がされているというのは、やはりこれから求

められる数学を意識しているのではないかというふうに思います。その点で、やはりこの啓林

館がふさわしいのではないかと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。崎山委員は啓林館を推したいということ

でございますが、齋藤委員、北島委員はいかがでしょうか。 

○委 員（北島章雄君） 私も啓林館です。 

○委員長（久芳美惠子君） 北島委員も啓林館ということで、齋藤委員はいかがでしょう。 

○委 員（齋藤裕吉君） 私も啓林館でよろしいと思います。特に、若手教員というのが増え

てきている現在において、先ほどのノートの工夫とか、こういったページがあるということは、

指導の面を考えた上でも使いやすいのではないかと思っています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。 

 そうしますと、全員一致で新興出版社啓林館を推したいということでございますが、よろし
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ゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、数学は新興出版社啓林館に決定いたしたいと思います。 

 それでは続きまして、理科に参ります。理科の説明をお願いいたします。 

○指導主事（国冨 尊君） 理科について報告いたします。 

 教科書の発行者は５社です。それぞれの主な特徴について説明いたします。 

 まず、学校図書です。自然の事物現象に関心をもち、探究する意欲が持てるように工夫され

ている。言語活動によって科学的思考を高める工夫があるとともに、単元に関連した科学技術

等を利用する職業が紹介されている。単元の始まりでは、これまで学んできたこととのつなが

りが分かりやすく示してある。写真を適切に使用し、見やすくできている。安全に関する内容

は太字を用い、配慮がされている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育出版です。自然の事物現象に興味関心をもち、探究する態度を高める工夫をして

いる。また、基礎的な学習事項の定着を目指した内容となっている。「ハローサイエンス｣欄と

いう項目を設け、興味・関心を引き出そうとしている。説明が詳しく丁寧である。図と文章の

関係を大事にしようとしている。安全に関する内容は、マークを使い配慮されている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、新興出版社啓林館です。基礎から発展まで内容を網羅しており、生徒の興味・関心を

育てることにも配慮されている。「考えてみよう」と「話し合ってみよう」欄が随所に配されて

おり、科学的に考える習慣が身につくとともに、考えたことを人に話すことで、表現する力や

言語力を向上させることができる。発展的内容が組み込まれていて、資料集のような役割もで

きる。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、大日本図書です。単元の構成が、自然の事物現象への関心と探究への意欲を持てるよ

うに工夫されている。言語活動によって科学的思考を高める工夫もされている。「トピック」で

随所におもしろい話題や深める話題を取り上げている。大きい写真や挿絵が多く、文字の大き

さも見やすい。また、色分けされた図により、目で見て原理が理解しやすいようになっている。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、東京書籍です。実験をするときの注意事項が見やすい。継続的な学習への配慮がさ

れている。また、環境問題の記述が充実している。章の初めに「これまでに学んだこと」があ

り、小学校の学習内容との関連がよく分かり、生徒が学習内容をとらえやすい。観察・実験で

は、マークや余裕を持った構成で、安全指導の配慮が明確である。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。理科につきまして、今の説明について

何かご質問ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、採択の審議に移ります。委員の皆さんのご意見をお願いいたします。はい、崎山

委員、どうぞ。 

○委 員（崎山 弘君） 私は、基本的には理科系の人間なので、理科に興味があって、自然

科学的探究心がある者としての意見になってしまうので、ある意味、公正さを欠くという評価

 - 39 - 



になるかもしれません。 

 しかし、子供たちの自然科学に対する興味・関心を育てるという姿勢はぜひ必要であり、で

きれば教科書の中で、ある程度の満足感、そうか、分かったぞという達成感を体得してもらい

たいと願っています。ここまで理解しておけばよいという範囲、あるいはこれだけは知ってお

くべき知識に限局された内容になると、科学的な面白みに欠ける教科書になってしまいます。

そのような視点からすると、学習指導要領を超える範囲の内容を「発展」と明示して記載して

いる啓林館の教科書に、私は興味を感じました。 

 ただ、おもしろさだけでは学力は定着しない、おもしろさだけで学力が定着していないよう

では不十分です。そこを防ぐ意味合いも含め、問題集であるマイノートという別冊が用意され

ていることにより、理解できているかどうかが評価できるということも好ましいです。 

 また、教科書本体に使われている図や写真もきれいですし、図の中に出てくるキャラクター

も非常に落ちついていて、適切です。他社では、あまりに漫画的な表情を持った登場人物が見

受けられるものもありました。親しんでもらいたいという意味合いであることは理解できるの

ですけれども、私から見ると、漫画的な挿絵は、むしろ自然科学の面白みを楽しむには邪魔に

思うものもありました。 

 よって、理科の教科書としては、啓林館を推薦いたします。 

○委員長（久芳美惠子君） 崎山委員、理科の教科書は啓林館を薦めたいということでござい

ました。 

 ほかにいかがでございましょうか。はい、北島委員、お願いします。 

○委 員（北島章雄君） 私も啓林館の教科書を選定したいと思います。啓林館の教科書を見

ますと、話し合いから新しいヒントを得るなど、科学的思考力と言語表現の力を高めようとす

る構成になっており、第２学年、第３学年ともに同じ構成となり、現代の科学観で単元が整理

されて、大変興味深く読ませていただきました。また、写真や図を適切に使用し、見やすくで

きている啓林館の教科書を選定したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 北島委員も啓林館がよいだろうということでございますが、ほか

の委員の皆様、いかがでしょうか。齋藤委員。 

○委 員（齋藤裕吉君） 啓林館がいいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 啓林館。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も啓林館を推薦したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 糸満委員は啓林館を推薦ということでございます。 

 私は、大日本図書を推したいと思います。理由としては、ほかの教科書もそうなのですが、

単元の初めに、小・中学校で以前に学習したこととの関連等の振り返りがあるというのは、非

常によいと思うし、学習した学年とか内容が具体的に示されているので、子供たちが、ああそ

うだったな、あのときにこれをやったななんていうことが思い出せるのではないかと思いまし

た。そして、実験と観察が多く設定されていますが、その観察の前後に「チャレンジ」という

欄が設けられて、体験的で探究的な構成となっている点、それから、今、一番話題になってい

る放射線について、大日本図書では４ページを割いて、科学の歴史とともに紹介しているとい

う点も評価できると思いまして、私は大日本図書を推したいと思っております。 

 そうしますと、４名が啓林館、そして１名が大日本図書ということでございますが、啓林館
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が過半数でございますので、理科の教科書は啓林館で決定といたします。 

 続きまして、音楽一般でございます。これは説明していただく前に、音楽一般と音楽の器楽

合奏でございますが、先ほど国語と書写は、特にその教科書を、会社を一致する必要はないと

いうご説明がありましたが、音楽に関しても、一般と器楽合奏を同じ出版社にする必要はあえ

てないということの理解でよろしゅうございましょうか。 

○指導主事（小野満賢君） はい。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。そういう一つ一つ選定をするということ

でございますので、それでは音楽一般について説明をお願いいたします。 

○指導主事（小野満賢君） 音楽の一般について説明します。 

 教科書の発行者は２社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、教育芸術社です。現在の多様化した音楽環境にある生徒たちにも興味の持てる教材が

選択されており、バランスがよい。合唱曲は、生徒が興味・関心の多い曲が多い。小学校でも

歌ってきた歌唱教材が入っており、導入時に活用できる。写真や図が大きく適切に挿入されて

おり、生徒が理解しやすい。また、挿絵も工夫されている。曲ごとに学習指導要領に示してい

る内容が指示されている。資料が豊富で、特に様々な音楽家の言葉により、生徒たちへのアド

バイスもあり、興味が持てる。全体的に写真やイラストなど視覚的な配慮がなされており、現

在の生徒の実態に即したものとなっている。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、教育出版です。音楽史ナビがついており、時代背景が分かりやすくなっている。教

材の紙面に活動のポイントと生徒に理解させたい用語や記号が抽出されている。鑑賞教材では、

主体的な活動を喚起するような紙面構成がなされている。日本歌曲についての写真が大変効果

的である。縦書きの歌詞や、作曲者や作詞者についての解説の文字の大きさが大きく見やすい。

鑑賞のポイントがあり、鑑賞文を書かせるときに有効である。音楽史ナビや書き込みのページ、

教材ごとの記号の説明等、主体的に学習ができるように配慮されている。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。皆様、何かご質問ございますでしょう

か。 

 特にないようですので、採択の審議に移ります。皆様のご意見をお聞かせください。はい、

齋藤委員、お願いいたします。 

○委 員（齋藤裕吉君） ２社とも大変、名曲、いい曲を採用していて、とてもいいなと思い

ます。なかなか比較するのも難しかったのですけれども、私の視点からしますと、生活の中の

音とか音楽、こういったものを大事にしているというところで、教育芸術社ですね、こちらの

ほうが非常にそういうふうな視点がはっきりしていて、これがよろしいのではないかなという

ふうに思いました。 

 また、学習のねらいというもの、学習ですので、ねらいというものが子供自身にしっかりと

らえられているかどうかというのが大事なことだと思うのですけれども、それが明確に示され

ているという点も、大変よいというふうに思いました。 

 したがいまして、私は教育芸術社を推したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。齋藤委員は教育芸術社を推したいという
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ことでございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。糸満委員、お願いします。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も教育芸術社を推薦したいと思います。内容的にも、扱う楽曲

の難易度等、発達段階を考慮して構成されておりますし、生徒たちに興味のもてる教材が選択

されていると思います。また、構成の中学校３年間の系統性が意図された学習内容となってお

りますし、発声法のイラストが大きい、分かりやすい。それから、日本の伝統音楽や和楽器の

教材が充実している。そういったことを総合的に勘案いたしまして、教育芸術社を推薦いたし

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久芳美惠子君） 糸満委員は教育芸術社を推薦したいということでございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。崎山委員も教育芸術社。北島委員はいかがでしょうか。 

○委 員（北島章雄君） 教育芸術社を推薦いたします。 

○委員長（久芳美惠子君） 北島委員も教育芸出社。 

 私も教育芸術社がよろしいかなというふうに思います。一つは、皆様のおっしゃられた内容

プラス、直接記入できる欄がたくさんございまして、教科書の中での学習が進めやすいように

配慮されている点とか、それから教科書の後ろに楽典が大変詳しく掲載されていて、生徒が自

主的に学習するときに利用しやすいだろうというふうな、そういう点をプラスいたしまして、

教育芸術社がよろしいだろうというふうに思いました。 

 それでは、音楽一般の教科書につきましては、全員一致で教育芸術社ということでよろしゅ

うございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、音楽一般の教科書は教育芸術社に決定いたします。 

 続きまして、音楽の器楽合奏の教科書でございます。説明をお願いいたします。 

○指導主事（小野満賢君） 音楽の器楽について報告します。 

 教科書の発行者は２社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、教育芸術社です。器楽に関しては、基本奏法の写真も効果的で使用しやすい。また、

掲載されている曲も生徒のなじみのある曲が多く、興味がもてる。特にアルトリコーダーの曲

については、簡単なものから発展的なものまでバランスがよい。掲載されている音楽家が比較

的若い方が多く、特に和楽器は生徒のイメージが変わり、興味を引くように工夫されている。

指導する場合「筝」の演奏法が大きく写真等を使って見やすく、奏法も手元が大きく写されて

いるので分かりやすい。大人になってからも活用でき、卒業後に興味や関心がもてたときにも

使用できる。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、教育出版です。器楽における知識・技能がしっかり身に付くように配慮されている。

ラテンパーカッションについて説明があり、ラテンの国々について興味がもてる。タンギング

の説明や発音の表が具体的で分かりやすい。学校の実態に合わせられるよう、いろいろな形の

アンサンブル譜が掲載されている。器楽の教科書は、特質を十分に考え、写真や図が多用され

ている。 

 以上のような報告を受けています。 
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○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。器楽、合奏の説明をいただきました。

何かご質問ございますか。はい、お願いいたします。 

○委 員（崎山 弘君） ちょっとお伺いしたいのですけれども、それぞれの学校で特徴があ

ると思うのですが、府中の１１の中学校で、すべての生徒がおそらく演奏することが可能だろ

うという楽器は実際、何があるのですか。実際、何が演奏されているのでしょうか。 

○委員長（久芳美惠子君） はい、お願いいたします。 

○指導主事（小野満賢君） アルトリコーダーについては、必ず演奏が可能だと判断しており

ます。 

○委員長（久芳美惠子君） ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、採択の審議に移ります。各委員のご意見をお願いいたします。齋藤委員、お願い

いたします。 

○委 員（齋藤裕吉君） 教科書の構成の配列順というのは、指導の順番ではないとは思いま

すけれども、２社の配列順を見てみますと、教育芸術社のほうはアルトリコーダーのほうから

入っているのですね。それで教育出版のほうは、和楽器の筝があって、それから三味線などの

和楽器が入っているというようなことで、もちろん和楽器については大変大事な勉強になると

思うのですけれども、やはり学び順というのは、学習を進めていく上でも意味があるかなと私

は思います。そういう点では、小学校でもソプラノリコーダー、リコーダーについては小学校

から勉強しているということもあって、その学習を継続するという点で考えてみても、これは

アルトリコーダーから入っていくような流れのほうがよいと私は思いました。そういう点では、

教育芸術社を選定したいと思います。 

 なお、和楽器の奏法とか、そういった問題については、今後ぜひ、教科書採択と直接は関わ

らないかもしれませんけれども、先生方にもいろいろと勉強していただいたり、あるいは学校

外の地域の方々の応援をいただくというような、いろいろな方法をこれから考える必要がある

かなというようなことを、教科書を見ながら思いました。 

 以上です。 

○委員長（久芳美惠子君） はい、ありがとうございます。齋藤委員は教育芸術社の教科書を

推したいということでございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。糸満委員、お願いいたします。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も教育芸術社を推薦したいと思います。内容的には、生徒の発

達段階に配慮して、比較的簡単なものから発展的なものまでバラエティー富んでいると思いま

すし、楽器における知識、技能がしっかり身に付くように配慮された内容となっていると思い

ます。また、説明の中でもございましたが、特に、筝の演奏法が、大きく写真等を使って、手

元が大きく写されている、そういったところも大変優れているかなというふうに思いまして、

教育芸術社を推薦いたします。 

○委員長（久芳美惠子君） 糸満委員は教育芸術社を押したいということでございました。 

 ほかにいかがでしょうか。崎山委員、どうぞ。 

○委 員（崎山 弘君） 先ほど質問でお伺いしたとおり、学校で実際に楽器を演奏するとい

うのは、授業時数の点から考えても、多くの楽器を実際に演奏する機会が少ないことは十分予

想できます。その中で、たとえ演奏しないとしても、子供たちの生活に近い楽器は何かという
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ことを考えると、府中ですから、お祭りの太鼓というのは多くの子供たちが聞いたことがある

と思います。和楽器、太鼓について、単なる楽器としてではなく、地域の文化として太鼓を数

多く取り入れているのが、実は教育芸術社のほうでした。府中の地域性という点では好ましい

と考えて、教育芸術社を推薦したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。崎山委員も教育芸術社がいいだろうとい

うことでございます。 

 ほかに、北島委員は。 

○委 員（北島章雄君） 教育芸術社で。 

○委員長（久芳美惠子君） 教育芸術社ということですね。 

 私も、アルトリコーダーと、それから太鼓というものが取り上げられている、その分量から

して、教育芸術社が府中の子供たちには適しているかなと思いましたので、教育芸術社を推し

たいと思います。 

 そうしますと、音楽、器楽合奏の教科書につきましては、全員一致で教育芸術社ということ

でよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、音楽の器楽合奏の教科書は、教育芸術社に決定をいた

します。 

 それでは、続きまして、美術の説明をお願いいたします。 

○指導主事（大津嘉則君） 美術について報告します。 

 教科書の発行者は３社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、開隆堂出版です。美術学習の基礎・基本である色彩についても、発達の段階に応じた

資料を掲載し、３学年間にわたって無理なく学習できるよう配慮されている。学習の深まりや

広がりを重視し、各題材の目標や内容に応じて１単元２ページ構成だけでなく、主に表現教材

では４ページ構成とするなど、多様な実践に対応して授業が広げられるよう示されている。各

題材で大切にしたい重点的な学習活動を、分かりやすく簡潔な文章で最初に明示するとともに、

それらをもとにした自己評価の観点を「学習の振り返り」として各題材の末尾に示している。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、日本文教出版です。掲載されている内容は、特定の領域や分野への偏りがなく、生徒

が過不足なく美術の内容を学習できるように配慮されている。美術の教科書にふさわしい美し

い色調とレイアウトで紙面が統一され、教科書全体が鑑賞資料として十分に活用できる構成に

なっている。地域の実態に合わせて入手可能な材料で学習できるように工夫している。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、光村図書出版です。第１学年では小学校図画工作科とのつながり、第２・３学年で

は学習した力をもとに社会とのかかわりに視野が広がるように工夫されている。他にも詩の使

い方が作品制作と相まって効果的に（見開き４ページの大図版）使われ、インパクトが大きい。

また、同ページを使った同様作品の並列掲載は分かりやすく、制作意欲を刺激するには十分で

ある。美術館の役割を紹介するなど、府中市美術館の活用がしやすい内容となっている。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。美術の教科書の説明をいただきました。
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ご質問ございますでしょうか。 

 それでは、ご質問ございませんようですので、採択の審議に移ります。どうぞ各委員の皆様、

ご意見をお聞かせください。はい、北島委員、お願いします。 

○委 員（北島章雄君） 私は、光村図書出版を選定したいと思います。鑑賞題材及び資料の

ページ数、表現技法、材料、用具の扱いについて具体的に示してある箇所のページ数が多く、

また、生徒が形や色彩、材料、光などの性質や、それらのもたらす感情を理解することを具体

的に示した箇所のあるページ数が多く、道徳と教科の関連が図れるように道徳マークが設けら

れ、美術から何を学ぶのか明確に示されております。よって、光村図書出版を選定したいと思

います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。北島委員は光村図書出版を推したいとい

うことでございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、私ですが、大変迷いました。一つは、日本文教出版の教科書でございますけれど

も、説明のときにもありましたように、大変美しい色合いで、教科書そのものが鑑賞材料、見

ていてとても楽しいし、きれいだしという点では、大変優れているというふうに思いました。 

 一方、光村図書出版でございますが、３冊ございますが、非常に表紙の写真がいずれもダイ

ナミックで、とてもインパクトがございました。掲載されている作品も、もうすべて大変美し

い色彩で、その中に生徒の作品も大分掲載されているのですが、それもとてもよい作品でござ

いました。１年生の教科書の中の「体験しよう美術館」というところがありますが、そこでは、

美術館は単に美術を鑑賞するだけでなく、先ほどの説明にもあったと思いますが、美術館の活

用の方法までも示しているのも、光村図書出版だけだったというふうに思います。そこの中に

府中市美術館の公開制作室の紹介写真もございまして、生徒たちに身近に感じられるのかなと

いうふうに思います。 

 総合的に判断をすると、光村図書出版を推したいというふうに私は思っております。 

 ほかの委員の皆様のご意見はいかがでございましょうか。はい、崎山委員。 

○委 員（崎山 弘君） 私も光村図書出版を推薦いたします。皆様おっしゃられているとお

り、また、きょうの教育委員会の前半部分でありましたように、府中は美術館をもっていまし

て、毎回、企画展をされていますね。子供たちは「学びのパスポート」をもっております。そ

れがうまく使えるように、有機的に授業とリンクできるようにという点でいうと、地域性を考

えると、やはりこの光村図書出版の美術館の活用をしやすいということが非常に大きなポイン

トではないかと思います。よって、光村図書出版を推薦いたします。 

○委員長（久芳美惠子君） 崎山委員は光村図書出版ということでございますが、齋藤委員は

いかがでございますか。 

○委 員（齋藤裕吉君） 私も光村図書出版を推薦いたします。 

○委員長（久芳美惠子君） 光村図書出版、はい。 

 糸満委員、いかがですか。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も光村図書出版を推薦いたしたいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） はい、光村図書出版ということで、美術の教科書、全会一致で光

村図書出版ということでよろしゅうございましょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、美術の教科書は光村図書出版に決定いたします。 

 続きまして、保健体育でございます。説明をお願いいたします。 

○統括指導主事（金子真吾君） それでは、保健体育について報告します。 

 教科書の発行者は４社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。科学的な情報を適切に示しながら、視覚的にとらえることで分かりや

すさを工夫している。内容に応じて、体験的な活動や調べ学習等の取り組みが具体的に示され

ている。「他教科マーク」を設け、教科相互の関連を図り、系統的、発展的指導を行うことがで

きる。 

 以上のような報告を受けております。 

 次に、大日本図書です。発問の設定や文章の表現、標記等に工夫があり、発達段階に即して

主体的に学習できる。実習や体験的学習に対する資料が多く掲載されており、分かりやすい。

「この章で学習すること」｢今日の学習課題｣が分かりやすく記述されている。 

 以上のような 報告を受けております。 

 次に、大修館書店です。科学的な情報や具体的な事例を示し、正確で分かりやすく、適切で

ある。「体力向上」にかかわる項目が重点化されている。スポーツに関する専門的な知識や健康

に関する科学的な知識を身につけ、高校の学習へとスムーズにつなげることを視野に入れて構

成されている。 

 以上のような報告を受けております。 

 最後に、学研教育みらいです。「課題をつかむ」という導入の工夫がなされており、生徒の興

味・関心を引き出すようになっている。各章末に「探究」を設けており、課題と課題解決の方

法等が明示してある。学習指導要領で加わった犯罪被害の防止や二次災害等、「探究」として取

り組み方や考えるためのヒントが多く掲載されている。 

 以上のような報告を受けております。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。今、保健体育のご説明を受けましたが、

何かご質問ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、採択の審議に移ります。委員の皆さんのご意見をお聞かせください。はい、崎山

委員、お願いします。 

○委 員（崎山 弘君） 私は小児科医なので、子供に保健体育を通じて一番理解してもらい

たいことは「疾病の予防」です。それも、知識として理解するのではなく、自分の健康である

ことを自覚しながら学習してもらいたいと願います。 

 例えば、予防接種についての項目を見ると、「自分がどのような予防接種を過去に受けたか調

べてみよう」という活動が記載されているのは、大日本図書と大修館書店だけです。ほかの２

社は、予防接種の記載はあるのですが、その記載だけにとどまっています。疾病の予防を学習

することで本当に大切なことは、自分の身体の病気を避けられるという行動がとれるかという

ことです。そこで、自分の予防接種歴について調べてみようという記載のある、この２社、大

日本図書並びに大修館書店についてさらに検討します。 

 性感染症の予防に関しては、性交を避けることとコンドームの利用について触れてあること

は一緒ですが、大修館書店の教科書では、感染した疑いがあるならば、性交渉を持った相手と
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一緒に受診することで再感染が予防できるという記載があります。非常に実務的な内容であり、

問題を避けることなく自分で解決する道筋を示しているという点で好ましく思いました。 

 また、大修館書店の教科書は新型インフルエンザについても記載があり、発展的内容にも対

応できておりました。 

 よって、大修館書店の教科書を支持いたします。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。保健体育、崎山委員は大修館書店の教

科書ということでございますが、ほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、私が意見を述べさせていただきますが、私も大修館書店の教科書がよろしいかな

と思いました。それは二つの視点がございます。 

 一つは、先ほどの説明にもあったと思いますが、体力向上にかかわる項目が重点化されてい

るということでございますが、府中の課題として体力向上というのは大きな課題でございます。

全国の体力のテストですと、都は全国平均の大変低いところにございまして、府中はその都の

平均よりもやや低いという、大変憂うべき状況でございます。そういう点からも、府中にとっ

て子供たちの体力向上というのは、大変重大な課題でございますので、そこに大きなページが

割かれていて、その項目の説明も十分であるという点では、大修館書店がよいかなということ。 

 そしてまた、保健でも自己形成、自分を理解するというところ。私は教育相談を専門として

おりますので、その辺のところは非常に興味があるところでございますが、今、私が大学で学

生たちに講義をしている内容も、非常に専門的な考え方のものでございますが、そこの一つが、

イラストを使って分かりやすく解説していて、ああ、こういうふうに書いてあれば、中学生で

も自分を理解するということ、非常にこれは難しいことなのですが、こういうふうにして、観

点からわかっていくということも大事なのだなということを、教科書のイラストを見て、本当

に学ばせていただいたもので、そういう解説もあるというような保健の分野での工夫が非常に

よいと思いました。 

 そこで、保健体育の教科書として大修館書店を推したいというふうに思っております。 

 ほかの委員の皆様方、いかかでございましょうか。どうぞ。 

○委 員（北島章雄君） 私も大修館書店がいいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 北島委員は、大修館書店。 

 糸満委員はいかがでしょうか。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も大修館書店を推薦いたします。 

○委員長（久芳美惠子君） 糸満委員も大修館書店。 

 齋藤委員はいかがでしょうか。 

○委 員（齋藤裕吉君） 大修館書店がいいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 大修館書店。 

 ということで、それでは保健体育の教科書につきましては、全会一致で大修館書店の教科書

ということでよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、保健体育の教科書は大修館書店というところで決定を

いたします。 

 続きまして、技術・家庭の技術分野でございますが、これも先ほど質問させていただきまし
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た音楽の一般、器楽同様、一つ一つ審議していって、必ずしも教科書会社が一致しなくても構

わないということでよろしゅうございますね。わかりました、そういうことでございます。 

 それでは、技術・家庭の技術分野についての説明をお願いいたします。 

○指導主事（国冨 尊君） 技術・家庭の技術分野について報告いたします。 

 教科書の発行者は３社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。工具、道具の使用法等が丁寧に説明されている。当該の箇所には囲み

「発展マーク」を付し、｢発展的な学習の内容｣であることを明示し、本文との関連が適切で無

理なく扱える内容を取り上げている。習得、活用、探究の流れが分かりやすく、学習指導要領

を基準とした教材である。写真、図が多く、実習作業等の体験的学習の場面が詳しく説明され、

特に実習例では生徒の目線に立った記述表現となっている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育図書です。実習例が作業順に写真で紹介されている。作品を製作する過程で生じ

る問題を工夫するというコンセプトが一貫している。生徒の興味・関心を引き出すための教材

の選択がなされ、見やすく正確で、実習しやすい工夫がなされている。文章が簡潔で分かりや

すく表現されている。また、写真・イラスト等が多く取り入れられている。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、開隆堂出版です。生徒の意欲や興味・関心等にこたえられるように発展マークを付

し、本文と関連づけて無理なく配置されている。工具や道具の扱い方等が詳細で分かりやすい

記述になっている。実習例は、基本となる実習から、参考、応用的なものまで、男女生徒がい

ずれも関心と意欲をもって取り組めるような多様な例が扱われており、適切である。各内容の

扉は、文字や写真・イラストなどによって学習の目当てや流れが分かりやすく効果的である。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。技術・家庭、技術分野についてご説明

を受けました。ご質問はございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、採択の審議に移ります。技術・家庭、技術分野についてでございますが、皆さん

のご意見をどうぞお聞かせください。では、北島委員。 

○委 員（北島章雄君） 技術分野の目標は、物づくりなどの実践的、体験的な学習活動を通

して、材料と加工、エネルギー変換、生物育成及び情報に関する基礎的・基本的な知識及び技

術を習得するとともに、技術と社会や環境とのかかわりについて理解を深め、技術を適切に評

価し、活用する能力と態度を育てるとあり、見本本を拝見させていただき、また、説明を受け

て、東京書籍の教科書が十分学習するにふさわしいということが理解できました。この教科書

を選定したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 北島委員は東京書籍の教科書を推したいということでございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。では糸満委員、お願いします。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も東京書籍を推薦したいと思います。とても分かりやすく段階

を踏まえておりますし、実習例も多数そろえてあって、生徒の興味・関心に応じて選ぶことが

できるということが言えるかと思います。また、写真、図が多くて、実習作業等の体験的学習

の場面に詳しく説明され、特に実習例では生徒の目線に立った記述表現となっている、その点

が大変優れているというふうに感じますので、東京書籍を推薦したいと思います。 
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○委員長（久芳美惠子君） 糸満委員は東京書籍ということでございますが、ほかにいかがで

ございましょうか。 

○委 員（崎山 弘君） 東京書籍がいいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 崎山委員は、東京書籍。 

 齋藤委員はいかがですか。 

○委 員（齋藤裕吉君） 今の、習得、活用、探究ということで、指導要領の基本であります

から、東京書籍を推したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 齋藤委員も東京書籍を推したいと。 

 私も東京書籍がよろしいかなというふうに思います。 

 そうしますと、技術・家庭の技術分野につきましては、全会一致で東京書籍というになりま

すが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、技術・家庭、技術分野の教科書は、東京書籍に決定い

たします。 

 続きまして、技術・家庭、家庭分野でございます。説明をお願いいたします。 

○指導主事（国冨 尊君） 技術・家庭の家庭分野について報告します。 

 教科書の発行者は３社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。小学校家庭科で学んだ内容との系統性が分かりやすく構成されている。

また、体験的な学習（実習例）が工夫されている。実習例のところでは、写真が多く使用され

ており、生徒の興味・関心が高まる工夫がされている。食生活や衣生活に関する専門用語等は、

言葉のページに分かりやすくまとめられている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育図書です。写真やイラストが多い。また、漫画の主人公の例が記載されているな

ど、興味や関心を引き出す工夫がなされている。また、題材の視点が工夫されている。イラス

トや吹き出しが多く、生徒に親しみやすいよう配慮されているとともに、興味・関心を抱くよ

う視覚的工夫がなされている。重要な語句が太字で示されるなど、キーワードチェックがあり、

予習復習がしやすい。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、開隆堂出版です。写真、グラフなどの資料が効果的に多く使用されており、生徒の

興味・関心を高め、理解しやすいよう工夫されている。また、生活に結び付く「食育」「環境教

育」が充実している。発展部分では、実験内容が多く示されており、生徒の興味・関心を高め

るものとなっている。写真資料が効果的に多く使用されており、実物大の食品写真等、大きさ

が実感できるよう生徒の理解を高める内容に工夫されている。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。家庭分野のご説明をいただきましたが、

ご質問はございますでしょうか。 

 ご質問ございませんようですので、採択の審議に移ります。皆さんのご意見をお願いいたし

ます。はい、崎山委員、お願いします。 

○委 員（崎山 弘君） 私が中学生のころは、男子が技術、女子が家庭科という時代であっ
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て、男女とも家庭科を習う前の世代の人間です。かつ、現在も家事はほとんどしないという心

苦しい状況ですから、それぞれの教科書を読んでいると、自分はもう一度学び直しをしてもよ

いのではないかという状況でございます。 

 まずは、自分が素直に食生活、衣生活、住生活を教わるとしたら、どの教科書が学びやすい

かという視点で、３社について検討いたしました。 

 調理の実習のページでは、東京書籍と開隆堂が１品目を見開きで、横に流れるように調理の

手順が記載されていたので、非常に分かりやすく思いました。 

 衣食住の衣と住の単元については、開隆堂の教科書が、図や写真、並びにその説明が非常に

分かりやすく、実際の生活に近い印象を受けました。 

 次に、乳幼児の発達という項目ですけれども、小児科医なので非常に興味をもって見たわけ

ですけれども、この発達については、どの会社の本もよく書けていると思いました。ただ、障

がいのある子を支えるという記載があったのは開隆堂の教科書だけでした。 

 家庭生活と地域という項目では、教育図書で、地域の行事としてお祭りという記載があり、

府中の実情からすると、分かりやすいかなとも思いました。 

 最後に消費生活という単元についてですけれども、これもいずれの教科書もよく書けていて、

読んでいて大変勉強になりました。 

 以上のことを総合的に考えて、主観的に本当に分かりやすいという点での評価にしかならな

いかもしれませんが、私が読んでいて、この教科書で勉強してみたいなと思ったのは開隆堂の

教科書でした。よって、開隆堂をお勧めしたいと思いました。 

○委員長（久芳美惠子君） 崎山委員は開隆堂ということでございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。はい、では糸満委員、お願いいたします。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も開隆堂を推薦したいと思います。基礎的な学習内容が重視さ

れていること、そして発展部分では、実習内容が多く示されており、生徒の興味・関心を高め

るものになっていると思います。また、各内容に学習の目標が明記され、見通しを持った学習

を展開する構成がなされている点も優れていると思います。さらに、小学校の家庭科との系統

性を重視しているというところも、よいと思います。したがいまして、開隆堂出版を推薦した

いと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 糸満委員も開隆堂ということでございますが、ほかの委員の皆さ

んはいかがでございましょうか。 

○委 員（北島章雄君） 私も開隆堂を推したいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 北島委員も開隆堂がいいだろうということです。 

 齋藤委員はいかがでしょう。 

○委 員（齋藤裕吉君） 開隆堂がよろしいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 齋藤委員も開隆堂ということでございます。 

 私も、非常に生活に結び付く「食育」とか「環境教育」の面で、非常に開隆堂が充実してい

るかなと。写真もとてもきれいですし、先ほど崎山委員がおっしゃったように、本当に食べた

くなるような写真が載っておりました。また、つくり方も非常に分かりやすいようにありまし

たので、実生活に非常に結びつく内容であろうというふうに思いました。 

 そうしますと、技術・家庭の家庭分野につきましては、全会一致で開隆堂ということでよろ
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しゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、技術・家庭の家庭分野は開隆堂出版で決定いたします。 

 最後でございます。外国語の教科書でございます。説明をお願いいたします。 

○統括指導主事（金子真吾君） 外国語（英語）について報告します。 

 教科書の発行者は６社です。それぞれの主な特徴について説明します。 

 まず、東京書籍です。第１学年の教科書では、小学校の音声活動を引き継ぎ、文字からフォ

ニックスと段階を追っている。写真等は、適切な量が配置され、すべてのレッスンが見開きペ

ージで完結している。表現活動が、既習文法事項を使ってみずから行えるように工夫されてい

る。 

 次に、開隆堂出版です。クイックＱ＆Ａなどがあり、継続して学習活動を行いやすいように

なっている。各ページに音読のチェック欄があり、自主的学習を促す工夫がある。Ｒｅｖｉｅ

ｗ Ｒｅａｄｉｎｇ、Ｅｘｔｅｎｓｉｖｅ Ｒｅａｄｉｎｇ、クイックＱ＆Ａ、学習した基本

文等、巻末付録が充実している。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、学校図書です。身近でかつ旬な話題、生徒の興味を引く内容が多い。点字を実際に体

験できる凹凸の紙面もおもしろい。チャプターの後に目的に応じてアクティビティーがついて

おり、自分のこととして学習を進めることができる。扱う教材が斬新である。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、三省堂です。Ｌｅｔ’s Ｓｔａｒｔが改訂され、小学校の学習内容からの移行がスム

ーズになった。前年度最後と次年度最初のターゲットが同じで、学年のスタートがしやすい。

基本的にページごとに練習問題が配置されているとともに、見開きにも本文・練習問題が配置

されている。 

 以上のような報告を受けています。 

 次に、教育出版です。第１学年で身近な話題、第２・３学年で環境、平和等社会的な話題を

扱っている。ディベートなど自己表現の活動が取り入れられている。日常的な話題を題材に、

テンポのよい会話表現が多く見られる。 

 以上のような報告を受けています。 

 最後に、光村図書出版です。話題が身近で、生徒が使いたくなる表現が多い。学習者が参加

している気分になれる。登場人物の３年間の成長物語を読んでいく感じが斬新である。全学年

で動詞の働きを丁寧に解説している。習得段階に応じた活動を現実的な状況で行う工夫があり、

先進性がある。 

 以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。それでは、何かご質問ございますでし

ょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、採択の審議でございますので、各委員のご意見をお聞かせください。はい、糸満

委員、お願いいたします。 

○委 員（糸満純一郎君） 内容的に、学年が進行するにつれて話題が豊富になり、社会性も

出てくるという意味において、光村図書出版を推薦したいと思います。教材が身近な話題から
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社会的な話題まで豊富に提供されておりますし、また、説明にもございましたが、登場人物が

３年間成長していく、大変おもしろい、斬新的なアイデアだなというふうに感じました。それ

から、小学校の外国語活動からのつながりに十分配慮されているという点も優れていると感じ

ました。したがいまして、光村図書出版を推薦いたしたいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 糸満委員は光村図書出版ということでございます。 

 ほかの委員の方々、いかがでしょうか。 

 出ないようなので、では、私でございますが、三省堂か光村図書出版かということで、大変

迷いました。三省堂に関しましては、小学校からのつながりが改善された点は評価できると思

いますし、今現在使っている教科書でございますので、副教材も非常に豊富なので、ちょっと

捨てがたいという思いでございましたが、光村図書出版が非常に画期的な変化を遂げておりま

す。例えば１年生で使う教科書、これは小学校の英語教育ともよいつながりがある、口話的な

会話が非常に印象的だったのですね。例えば、初めて会うときに「I’m Saito Takuma. Call me 

Taku.」という文章があるのですが、従来ならば「My name is Takuma Saito.」というふうにな

って、非常に固い、実際のアメリカでは使われていない表現が教科書では多いわけですけれど

も、それが「I’m Saito Takuma.」という日本語でいう姓名という形の並びであったり、それ

から「Call me Taku.」というような、非常に、実際にアメリカに行ってもすぐ使えるような文

があるということ。ですから、今、小学校で会話で親しんでいるであろう、英語を母国語とし

て使われている国で使う表現がきちんと書かれているということ。 

 そしてまた、３年生の教科書に、ある建設機械メーカーの社長である雨宮とおっしゃる方が、

カンボジアのプノンペンで地雷で傷ついた子供たちを見て、地雷を除去する機械をつくって、

カンボジアだけでなく、必要な国々へ贈っているという話が、３年の教科書の終わりのほうに

載っておりまして、それは非常に心温まる話であり、府中の子供たちにぜひ読んでほしいと思

うところでございましたし、また、先ほど糸満委員がおっしゃいました、登場人物が３年間で

成長していく過程を読むような展開も非常に目新しく楽しいものであると。非常に画期的な教

科書だろうというふうに思いまして、光村図書出版でございます。 

 ほかの委員の皆様はいかがでございましょうか。 

○委 員（崎山 弘君） 光村図書出版でいいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） 崎山委員も光村図書出版。 

○委 員（北島章雄君） 私も光村図書出版を推薦します。 

○委員長（久芳美惠子君） 北島委員も光村図書出版がいいだろうと。 

 齋藤委員はいかがですか。 

○委 員（齋藤裕吉君） 光村図書出版を推薦します。 

○委員長（久芳美惠子君） 齋藤委員も光村図書出版ということで、それでは外国語の教科書

でございますが、光村図書出版で全会一致で決定ということでよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、外国語（英語）の教科書は光村図書出版に決定いたし

ます。 

 以上で、平成２４年度使用中学校用教科書について、すべての科目で決定いたしましたので、

確認をいたします。 
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 教科、国語、種目、国語は光村図書出版。 

 教科、国語、種目、書写は教育出版。 

 教科、社会、種目、地理的分野は帝国書院。 

 教科、社会、種目、歴史的部分野は東京書籍。 

 教科、社会、種目、公民的分野は清水書院。 

 教科、社会、種目、地図は帝国書院。 

 教科、数学、種目、数学は新興出版社啓林館。 

 教科、理科、種目、理科は新興出版社啓林館。 

 教科、音楽、種目、一般は教育芸術社。 

 教科、音楽、種目、器楽合奏は教育芸術社。 

 教科、美術、種目、美術は光村図書出版。 

 教科、保健体育、種目、保健体育は大修館書店。 

 教科、技術・家庭、種目、技術分野は東京書籍。 

 教科、技術・家庭、種目、家庭分野は開隆堂出版。 

 教科、外国語、種目、英語は光村図書出版。 

 以上でございますが、よろしゅうございましょうか。ご確認をお願いいたします。 

 それでは、中学校用教科書については、これで決定といたします。 

 引き続きまして、もう１点ございます。特別支援学級用教科書でございます。学校教育法附

則第９条により、検定教科書以外の図書の使用が認められております。毎年採択がえができる

こと、例年どおり小学校・中学校でそれぞれ調査研究のための委員会を組織し、教科書選定資

料を作成したことの概要説明がございました。この後、小学校特別支援学級用、中学校特別支

援学級用教科書の選定資料について一括して説明していただき、その後に採択を行うというこ

とでよろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、特別支援学級用図書について説明をお願いいたします。 

○指導主事（大津嘉則君） 特別支援学級用教科用図書について報告します。 

 特別支援学級で特別な教育課程を編成している場合は、学校教育法附則第９条の規定により、

当該学年用の文部科学省検定済教科書を使用することが適当でないときには、ほかの適切な教

科書を使用することができることとなっています。検定済教科書以外の適切な教科書とは、下

学年の検定済教科書、文部科学省著作教科書、そして学校教育法附則第９条に基づく一般図書

があります。 

 府中市には、小学校６校、中学校３校に特別支援学級が併設されています。各校とも通常の

学級とは異なる特別支援学級用の教育課程を編成しています。また、それぞれの特別支援学級

に在籍している児童・生徒の発達の状態は学校によって大きく異なるので、次のような観点で

教科用図書を調査研究しました。 

 第１には、その学校の生徒・児童の発達に合致し、一人ひとりの発達を促す内容になってい

るか。 

 第２には、児童・生徒にとって親しみやすく、興味や関心を持つ内容になっているか。 

 第３には、文字が読みやすく、挿絵や具体物が多く、児童・生徒の学習意欲を高める工夫が
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されているか。 

 第４には、装丁がしっかりとしており、児童・生徒にとって扱いやすいか。 

 以上の観点で、検定済教科書、検定済教科書の下学年本、文部科学省著作教科書、学校教育

法附則第９条に基づく一般図書の順で調査研究を行いました。 

 府中第二小学校では、国語、書写、算数、生活は附則第９条本、音楽は文部科学省著作教科

書、図画工作と保健は検定教科書です。 

 府中第四小学校では、国語、書写、算数、生活及び図画工作は附則第９条本、音楽は文部科

学省著作教科書、保健は生活科と併用になります。 

 府中第五小学校では、国語、書写、算数、生活及び図画工作は附則第９条本、音楽は文部科

学省著作教科書、保健は検定教科書です。 

 府中第九小学校では、国語は文部科学省著作教科書と附則第９条本、書写、算数、生活は附

則第９条本、音楽、図画工作は検定教科書、保健は生活科と併用となります。 

 小柳小学校では、国語、書写、算数、生活及び図画工作は附則第９条本、音楽は文部科学省

著作教科書と附則第９条本、保健は生活科と併用になります。 

 南町小学校では、国語、書写、算数、生活及び図画工作は附則第９条本、音楽は文部科学省

著作教科書と附則第９条本、保健は生活科と併用になります。 

 小学校については、以上のような報告を受けています。 

 続きまして、中学校特別支援学級用の教科用図書について報告します。 

 選定の観点等については、小学校と同様になります。 

 府中第一中学校では、保健体育は附則第９条本、それ以外は検定教科書です。 

 府中第二中学校では、数学、理科、外国語は附則第９条本、それ以外は検定教科書です。 

 府中第四中学校では、すべての教科について検定教科書です。 

 中学校については、以上のような報告を受けています。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。小学校・中学校一括してご説明いただ

きました。何かご質問ございますでしょうか。調査研究の委員会を組織して、そして教科書選

定資料を作成していただいて、今、それぞれの学校ごとに、どの教科書が選定資料として挙が

っているかということのご説明をいただきました。崎山委員、お願いします。 

○委 員（崎山 弘君） 毎回毎回思うのですけれども、やはりこの教科書に関して言うので

あれば、それぞれ担当の先生方が子供のこともよく見て、それでこの教科書がふさわしいとし

て選んでくださっている教科書ですので、これはもう先生方のお考えをぜひ尊重したいと思い

ますので、本当によく調べてくださいましたということで、この教科書をそのまま採択したい

と考えております。 

○委員長（久芳美惠子君） という崎山委員のご意見でございましたが、ほかにいかがでござ

いましょうか。今の説明に対してのご質問はよろしいですか。 

 それでは採択に移行いたしますが、よろしいでしょうか。 

 今、崎山委員はご意見いただきましたが、簡単で結構でございます。一人ずつご意見をいた

だければと思いますが。北島委員、お願いいたします。 

○委 員（北島章雄君） 私も、小学校・中学校とも選定された教科書でよいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。 
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 齋藤委員、いかがでしょう。 

○委 員（齋藤裕吉君） 私も、おととしまでは特別支援学級で、先生方、子供一人ひとりの

様子を見ながら教科書を考えるという点で、非常に熱心にやっておられる姿を見ていますので、

提案されたものでお願いできればよろしいと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。 

 糸満委員はいかがでしょう。 

○委 員（糸満純一郎君） 私も、冒頭、崎山委員がおっしゃったとおり、全く同感でござい

まして、このとおりで結構だと思います。 

○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございます。 

 私も、各学校で調査をしていただいた教科書でよろしいかというふうに思いますが、やはり

検定本、すべてを選んでいただいた場合、おそらく個々の子供に必要なプリントであるとか、

各学校独自のそういうワークであるとかもつくっていただいていると聞いておりますので、先

生方が子供の実態に即して、一番適していると思われるものを選んでいただいていると思いま

すので、各学校によって調査した教科書を採択してよろしいかと思います。 

 皆様もそういう意見で一致したと思いますが、よろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（久芳美惠子君） それでは、特別支援学級用の教科書は、小・中学校ともに、各学

校において調査していただきました教科書を採択いたします。 

 これをもちまして、チャイムとともに、第２４号議案、平成２４年度使用教科用図書採択に

ついて決定をいたします。ありがとうございました。 

 きょうはこれで終了となります。 

 それでは、これをもちまして、平成２３年第８回府中市教育委員会定例会を終了といたしま

す。 

 長時間にわたりましておつき合いいただきまして、本当にありがとうございました。お疲れ

さまでございました。 

               ◇                

午後５時１６分閉会 

 


